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白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン

学校給食の目標とするところは、学校給食法第１条において、「学校給食が児童及び生徒の心身の

健全な発達に資するものであり、かつ、児童・生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上

で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導

の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ること

を目的とする。」と定められている。 

また、平成２０年１０月の文部科学省通知「学校給食における食事内容について」では、食物アレ

ルギーを有する児童・生徒に対しては、校内において指導体制を整備し、保護者や主治医との連携を

図りつつ、可能な限り個々の児童・生徒等の状況に応じた対応に努めることが示されている。 

これを受け、白岡市教育委員会では、平成２６年１月に「白岡市学校給食における食物アレルギー

対応ガイドライン」を策定したところである。 

その後、文部科学省では、平成２４年１２月、食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後に

アナフィラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故の検証結果を踏まえ、平成２７年３月、

「学校給食における食物アレルギーガイドライン対応指針」を策定した。 

この指針には、限られた人員や設備により提供される学校給食において、食物アレルギー対応が過

度に複雑化すると事故の温床となることを指摘するとともに、‘安全性’を最優先する観点から「提

供するかしないかの二者択一」を原則的な考え方として示している。 

当市においては、国や埼玉県など関係機関による食物アレルギー対応の変更に伴い、「白岡市学校

給食における食物アレルギー対応ガイドライン」を改訂している。 

令和４年４月には、診療報酬改定により学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の作成にかかる

医師の診療情報提供料が保険診療の対象となり、その内容を踏まえ「白岡市学校生活における食物ア

レルギー対応ガイドライン」を改訂するものである。 

 

 

令和４年９月２日 

                                 白岡市教育委員会  
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「白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン」 

 

 

１ 食物アレルギーの基礎知識について 

⑴ アレルギーとは  

体の中に、細菌やウイルスなどの病原体（抗原）の侵入から体を守る「免疫」という働きがある

（血液中の抗体〈免疫グロブリン〉の働きのこと）。ところが、この免疫（抗体）が細菌やウイル

スなどの病原体（抗原）ではなく、本来無害なはずの食べ物や花粉などを病原体（抗原）として認

識し、自分自身を傷つけることがあり、この反応を「アレルギー反応」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 免疫とアレルギー ● 

 【免疫】  【アレルギー】 

再び同じアレルゲン（食べ物や花粉等）が体内に入

ってくる。 

抗体（ＩｇＥ抗体）がアレルゲンを病原菌（抗原）と認

識し、アレルギー症状を起こす。 

アレルゲン（食べ物や花粉等）に対して抗体（ＩｇＥ

抗体）が作られる。 

アレルゲン（食べ物や花粉等）が体内に入ってくる。 

抗体が病原菌（抗原）を攻撃し、病気

が起こるのを未然に防ぐ。 

再び同じ病原体（抗原）が入ってくる。 

病原体（抗原）に対して抗体（主にＩｇＧ

抗体）が作られる。 

病原体（抗原）が体内に入ってくる。 
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⑵ 食物アレルギーの定義 

食物アレルギーとは、一般的には特定の食物を摂取することによって、皮膚、呼吸器、消化器あ 

るいは全身性に生じるアレルギー反応のことをいう。    

 臨床型分類  

食物アレルギーとしては、ＩｇＥ依存型食物アレルギーとＩｇＥ非依存型食物アレルギーがあ

り、ほとんどはＩｇＥ依存型に反応する即時型の食物アレルギーである。 

臨床型 発症年齢 頻度の高い食品 
アナフィラキシー 

ショックの可能性 

即時型 

乳児期～ 

成人期 

乳児～幼児 

鶏卵、牛乳、小麦、そば、魚など 

学童～成人 

甲殻類、魚類、小麦、果物類、ピーナッツ、そばなど 

（＋＋） 

特

殊

型 

食物依存性運動誘発 

アナフィラキシー 

学童期～成

人期 

小麦・甲殻類（えび・かになど）・果物など （＋＋＋） 

口腔アレルギー症候群 幼児期～成

人期 

果物・野菜など （±） 

出典：「食物アレルギーの診断の手引き 20２０」（厚生労働省科学研究班による）（一部改変） 

 

ア 即時型に分類される食物アレルギー 

食後２時間以内に、じんましん、咳、呼吸困難を起こす。皮膚症状と呼吸器症状など、複数の

臓器の症状が同時に起き、重症の場合、特にアナフィラキシーと呼ばれる。 

イ 特殊型に分類される食物アレルギー 

（ア） 食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

多くの場合、原因となる食物を摂取して２時間以内に一定量の運動（昼休みの遊び、体

育や部活動など患者によってさまざま）をすることにより、アナフィラキシー症状を起こ

す。原因食物としては小麦、甲殻類が多く、このような症状を経験する頻度は中学生で６，

０００人に１人程度とまれである。しかし、発症した場合には、じんましんから始まり、

高頻度で呼吸困難やショック症状のような重篤な症状に至るので注意が必要である。原因

食物の摂取と運動の組み合わせで発症するため、食べただけ、運動しただけでは症状は起

きない。 

（イ） 口腔アレルギー症候群 

果物や野菜、木の実類に対するアレルギーに多い病型で、食後５分以内に口腔内の症状

（のどのかゆみ、ヒリヒリする、イガイガする、腫れぼったいなど）が出現する。多くは

局所の症状だけで回復に向かうが、５％程度で全身的な症状に進むため、注意が必要であ

る。 

ウ 食物アレルギーと間違えやすい病気 

（ア） 食物不耐症：体質的に食物を消化できない。 

（例）乳糖を消化できず牛乳を飲むと下痢をする。 

（イ） 食中毒：食物の中の病原体や毒素で発病する。 

       （例）ノロウイルスで汚染された生ガキによる下痢 

   （ウ） 薬理活性物質（仮性アレルゲン）：食物に含まれている化学物質が原因となってアレルギ 

ー様の症状を起こすこと。 

  （例）鮮度の落ちた青魚によるじんましん 
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⑶ 食物アレルギーによる症状 

食物アレルギーの主な症状は、アナフィラキシーショック（死亡することがある）、腹痛、下痢、

吐き気・嘔吐、胃けいれん、口・咽頭・目・皮膚などの痒み、じんましん、フラフラすること・失

神、頭痛、鼻充血、息切れなどさまざまな症状があると言われている。 

 

⑷ 食物アレルギーの予防治療・対症療法 

「原因となる食物を摂取しないこと」が食物アレルギー治療の基本である。 

なお、対症療法として、薬物療法があるが、あくまで食事療法の補助治療である。また、アレル

ギー症状の進行は速く、速やかに治療を開始する必要があり、アドレナリン注射薬はアナフィラキ

シーの重症化を予防し、症状を改善するために不可欠である。 

児童・生徒が何らかの体調の変化を訴えた場合は、常に緊急時の対応が必要となるかどうかを念

頭において冷静に観察し、万一の場合は迅速な処置のタイミングを逃さないことが大切である。 

また、食物アレルギーの症状が出た場合は、走ったり、激しく動いたりすると症状が悪化する危

険性があるため、軽い症状であると認めた場合でも消失するまでは保健室で休ませるなど慎重な対

応が望ましい。さらに、対応する教職員が交代する場合には状態をしっかりと説明したうえで、症

状が完全に消失するまで観察を続けることが必要であり、軽い症状を発症した児童・生徒について

も一人で帰宅させるようなことをしてはいけない。 

 

２ 食物アレルギー対応に関する市教育委員会の基本方針 

当市教育委員会においては、食物アレルギーを有する児童・生徒に対しては、保護者との協力の下

で給食を提供するという姿勢を持ち、本ガイドラインに基づいて食物アレルギーの理解を深めるため

の学校教職員に対し研修を実施するものとする。 

また、各小・中学校においては校長を中心として、情報の共有に努めつつ現状に合った形での対策

を講じるものとする。 

⑴ 食物アレルギー対応の原則 

 学校給食で食物アレルギー対応を実施する際は、【原則】のとおりとする。 

【原則】 

・ 食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

・ 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出を必須とする。 

・ 安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。 

・ 学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。 

 

各小・中学校における具体的な対応については、給食室の現状や施設設備の状況に応じて食物ア

レルギーを有する児童・生徒の実態を総合的に判断したうえで、食物アレルギー対応を行うこと。 

 

⑵ 食物アレルギー対応の実施基準 

学校給食における食物アレルギー対応に関しては、食物アレルギーを有する児童・生徒にも給食 

を提供するものとする。そのためにも、安全性を最優先し、原因食物を「完全除去し、調理した給

食を提供するかしないか」（完全除去食対応）を原則する。 
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当市では次の基準のいずれも満たしている児童・生徒に対して食物アレルギーの対応をするもの

とする。 

なお、学校給食で食物アレルギー対応を実施するのは、アレルギー疾患により、学校給食、校外

学習（林間学校や修学旅行、社会科見学等）及び調理実習における対応や緊急時のエピペン注射や

医薬品投与等、学校生活において特別な配慮が必要な児童・生徒のみを対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 学校給食費の取扱いについて 

食物アレルギー対応のため、学校給食の一部又は全部の献立を食べない児童・生徒については、 

各小・中学校において、特別な事情がある場合を除き、次のように対応する。 

区分 食物アレルギー対応の内容 給食費の取扱い 

１ 学校給食の提供は行わず全て弁当対応する（給食提供がない） 全額徴収しない 

２ 完全除去食対応する（部分的な献立を食べない） 全額徴収する 

３ 牛乳を飲まない 牛乳代金のみ返金する 

    ※ 完全除去食対応を行う中で、献立内容によって、１か月のうち数日分弁当持参となった場合 

    でも、給食費は全額徴収する。 

 

３ 食物アレルギー対応の実施方法 

⑴ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の提出 

『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』は、児童・生徒がどのようなアレルギーを持ち、

その対応で必要な事項、緊急時の対応などについて、学校において児童・生徒に応じた管理を行う

ためのツールである。 

当市では、食物アレルギーを有する子どもたちが多くの時間を過ごす学校で、安全に、そして安

心して生活を送れるよう、保護者、学校、主治医のコミュニケーションツールとして、学校におい

て正しい児童・生徒の管理ができるよう、医師の適切な診断の上、記載された『学校生活管理指導

表（アレルギー疾患用）【様式４】』の提出を必須とし、保護者との面談を行って十分な連携のも

と完全除去食対応するものとする。そうした面談結果をもとに『面談調書【様式５】』を作成して

対応するものとする。 

 

ア 食物アレルギーの診断 

  一般的に食物アレルギーを血液検査だけで診断することはできない。実際に起きた症状と食物 

 経口負荷試験などの専門的なアレルギー検査結果を組み合わせ、医師が総合的に判断する。 

  

 

 

【食物アレルギー対応の実施基準】 

 基準１ 医師によって食物アレルギーと診断され、原因食品（アレルゲン）が特定されていること。 

基準２ 毎年、医師の診断を受け、学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）を提出していること。 

基準３ 児童・生徒の家庭においても原因食品の除去を行うなど、医師の診断に基づいた食事対応

を行っていること。 
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（食物アレルギーの診断根拠） 

 診断根拠 内容 

① 明らかな症状の既往 
過去に原因食物の摂取により明らかなアレルギー症状が起きてい

る。 

② 
食物経口負荷試験 

陽性 

原因と考えられる食物を試験的に摂取して、それに伴う症状が現

れるかどうかをみる試験のことで、この試験の結果は①に準じたも

のと考えられ、医療機関で確認するものである。 

③ 
ＩｇＥ抗体などの 

検査陽性 

 ＩｇＥ抗体値が異常に高い場合は、これを根拠に診断する場合も

あるが、一般的には血液や皮膚の検査結果だけで食物アレルギーを

正しく判断することはできない。 

 ※ ③だけが根拠の場合には、保護者を通じて主治医に除去の必

要性について再度問い合わせる必要がある。 

食物の除去が必要な児童・生徒であっても、その多くは除去品目数が数品目以内にとどまる。 

あまりに除去品目数が多い場合には、不必要な除去を行っている可能性がある。不必要な除去

を行っていると成長発達の著しい時期に栄養のバランスが偏ることにもなるので、保護者及び主

治医・学校医等とも相談しながら正しい診断を促していくことが必要である。 

   また、主なアレルゲンのうち、卵、牛乳、小麦、大豆等は、年齢を経るごとに耐性化（食べら

れるようになること）することが知られている。実際に、乳幼児期に発症する食物アレルギーの

およそ９割は就学前に耐性化するので、直近の１～２年以上の症状が出ていないような場合には、

改めて主治医に相談する必要がある。 
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      ■学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）活用のポイント■ 

① 教育委員会及び各小・中学校は、アレルギー疾患のある児童・生徒を把握し、学校での取り

組みを希望する保護者に対して、学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の提出を求める。  

  ② 保護者は、教育委員会及び各小・中学校の求めに応じ、主治医・学校医に記載してもらい、

学校に提出する。 

  ③ 学校は、学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）に基づき、保護者と協議し取り組みを実 

施する。 

  ④ 主なアレルギー疾患が１枚（表・裏）に記載できるようになっており、原則として一人の児

童・生徒について１枚提出される。 

  ⑤ 学校は提出された学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）を、個人情報の取扱いに留意す 

   るとともに、緊急時に教職員誰もが閲覧できる状態で一括して管理する。 

  ⑥ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）は症状等に変化がない場合であっても、配慮や管 

   理が必要な間は、少なくとも毎年提出を求める。記載する医師には、病状・治療内容や学校生 

   活上の配慮事項などの指示が変化しうる場合、向こう１年間を通じて考えられる内容を記載し 

   てもらう（大きな病状の変化があった場合はこの限りではない。）。 

  ⑦ 食物アレルギーの児童・生徒に対する給食での取り組みなど必要な場合には、保護者に対し 

   さらに詳細な情報の提出を求め、総合して活用する。 

血液検査の結果を求めることは適当ではない。 

 ※ なお、個人情報保護法では「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得 

  ることが困難であるとき」には、あらかじめ本人の同意を得ないで当該本人の個人情報を取り扱うことが認められ 

  ている。具体的に「児童生徒等が急病になったり、大けがを負った際に、治療の必要上、血液型や健康診断の結果、 

  家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合」が該当されると考えられる。 

 このような場合に該当する場合には、事前の同意が得られていない場合でも、医療機関等に個人情報を提供する 

ことができる。 

 

出典：「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン《令和元年度改訂》」 

（公益財団法人 日本学校保健会による） ｐ１１ 
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⑵ 食物アレルギー対応食提供の決定手順 

アレルギー疾患を有する児童・生徒の学校生活を安全・安心なものにするには、学校と保護者の

間で正しい知識に基づいた円滑な意思疎通を行うことが不可欠である。 

このため、市教育委員会は、重篤な食物アレルギーを有する児童・生徒を把握し、市全体として

食物アレルギー対応を行う。 

また、各小・中学校においては、校長を中心とする『食物アレルギー対応委員会』を設置し、組

織的・計画的に対応を図る必要があり、校内における対応の手順を次のとおり定める。 

⇒ 『白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン資料 学校給食における食物アレ

ルギー対応フローチャート』参照 

ア 食物アレルギー対応委員会の設置 

校長は、「食物アレルギー対応委員会」を設置し、児童・生徒の食物アレルギーに関する情報

を集約し、様々な対応を協議及び決定する。 

また、校内危機管理体制を構築し、重篤な食物アレルギーを有する児童･生徒について、市教育

委員会へ報告する等、各関係機関と連携を密に取る。具体的な対応訓練や校内外の研修を企画、

実施、参加を促す。 

なお、食物アレルギー対応委員会はその開催目的にあわせ、大きく分けて次の２種に区別する。 

（ア） 基本的な対応方針を決定する対応委員会 ⇒年度当初・随時 

    児童・生徒ごとに、食物アレルギー対応の基本的な対応方針を決定する。 

    例：学校給食にて、完全除去食を提供するかしないか、校外学習の際、どのような対 

      応を行うか等を検討する。 

（イ） 具体的な対応内容を決定する対応委員会 ⇒月例・随時 

年度当初や随時行われる基本的な対応方針を決定する対応委員会に基づき、食物アレ

ルギー対応を行うと決定されている活動（学校給食等）を実際に行う前に、具体的な対

応内容を決定する。 

例：翌月の学校給食の献立中、×月×日の献立▽にはアレルゲン（卵等）が含まれる 

  ことを確認する。また、完全除去食の提供が可能か不可能か等を決定する。 

【食物アレルギー対応委員会構成者（例）】 

◎委員長 校長（対応の総括責任者、市教育委員会との連携） 

○委 員 教頭（校長補佐、指示伝達、外部対応）、※校長不在時には代行 

主幹教諭・教務主任（教頭補佐、校内連絡、指示伝達） 

養護教諭（実態把握、主治医や学校医と連携、事故防止） 

栄養教諭・学校栄養職員（給食調理・運営の安全管理、事故防止）、 

保健主事（教務主任・主幹教諭・養護教諭・栄養教諭（学校栄養職員）等の補佐） 

給食主任（栄養教諭等の補佐、各学級における給食時間の共通指導徹底） 

関係学級担任・学年主任、学校給食調理員、主治医・学校医 等 

＊ 主治医・学校医とは可能な限り、連携することが望ましい。 

 

イ 対応の申請 

市教育委員会及び校長は、全ての保護者に対して『「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」

希望確認書』の提出について（依頼）【様式１】を配布し、学校生活における食物アレルギー対
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応の希望の有無を確認する。 

食物アレルギー対応を希望する保護者は、医師の適切な診断により記載された『学校生活指導

管理表（アレルギー疾患用）【様式４】』を所定の時期までに学校へ提出する。 

なお、提出時期については、次の時期が考えられる。 

申請時期：パターンＡ（新１年生）・・・入学説明会等にて通知し、３月中に確認 

パターンＢ（進級時）・・・・３学期に新年度に向けた対応継続の確認 

パターンＣ（新規発症）・・・診断及び転入時 

 

ウ 個別面談 

保護者から『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）【様式４】』を受領後、『学校生活管理

指導表（アレルギー疾患用）【様式４】』及び『面談調書【様式５】』に基づいて個別面談を実施

する。 

＊個別面談者：校長（教頭）、栄養教諭（学校栄養職員）、養護教諭、給食主任、学級担任等 

 

エ 面談調書の作成 

（ア）  個別面談者（栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、給食主任等）は、個別面談で得られ

た情報をまとめ、面談調書を作成する。 

⇒『白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン資料 給食実施のながれ』

参照 

（イ） 栄養教諭・学校栄養職員と養護教諭、給食主任は、校長や市教育委員会と情報共有し、

学校及び調理室の実態（学校・調理室の環境、食数、職員数等）を考慮し、完全除去食を

安全に提供することが可能か検討した上で、食物アレルギー対応委員会へ提出する資料を

作成する。 

【作成資料例】 

栄養教諭・学校栄養職員：施設の設備状況、食数、職員等の体制

養 護 教 諭：食物アレルギーを有する児童・生徒の実態（重症度や除 

去品目数、人数等）、学校の状況（職員体制・設備等） 

 

オ 食物アレルギー対応委員会の開催 

校長は、『食物アレルギー対応委員会』を開催し、面談調書・その他の資料に基づき食物アレ

ルギーの完全除去食対応方法等を検討し、決定する。 

また、完全除去食対応方法等の判断を行う場合には、現行施設・備品の中で対応できる範囲に

おいて、校長が最終的に対応実施の決定を行うものとし、必要に応じて教育委員会に報告するも

のとする。 

 

カ 最終調整と情報の共有 

校長は、オで決定された内容をもとに、校内の会議等で調理従事員を含む全教職員に周知徹底

する。 

なお、重篤な食物アレルギーを有する児童・生徒について、市教育委員会に報告し、情報を共

有すること。 
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また、保護者に対し『白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン様式 食物ア

レルギー対応食確認書【様式７】』を通知し、情報の共有を図る。 

 

キ 対応の実施 

学校給食において完全除去食対応を実施する際、給食調理や配膳の際に混入や誤食がないよう

に十分に配慮する。 

 

ク 評価･見直し･個別指導 

（ア） 評価 

学級担任は、食物アレルギーを有する児童・生徒が食物アレルギー対応食を確実に食べ

たかを確認し、喫食状況を調理室に連絡し、情報共有する。 

栄養教諭・学校栄養職員等は、可能な限り対象児童・生徒の学級を訪問して、実態把握

や確認に努める。 

（イ） 見直し 

保護者が学校給食における食物アレルギー対応を希望する場合は、基本的に、毎年、学

校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の提出を求める。 

経過による症状の軽症化によっては、医師と相談しながら対応の見直しを検討する。 

       医師が食物アレルギー対応不要と判断した場合は、『食物アレルギー原因食品除去解除

申請書【様式８】』の提出を求める。（医師の診断書の提出は不要） 

（ウ） 個別指導・定期的な面談 

保護者と児童・生徒に対して個別指導を行い、学校以外の食生活の向上を促す。 

      必要に応じて定期的に面談を行う。定期的に面談をすることで、保護者と学校、給食調理

室が適切な対応に向けて、良好なコミュニケーションを築くことができる。 

面談では、児童・生徒の給食での様子を伝え、家庭での除去状況や医療機関受診状況な

どの変化を徴取し、その後の対応に反映させる。また、その時点での課題や問題点の解決

に向けて話し合いをする。 

なお、栄養教諭（学校栄養職員）は、兼務校についても同様に対応するものとする。 

 

⑶ 食物アレルギーを有する児童・生徒に対する学校給食の提供方法 

アレルギーを有する児童・生徒においても、他の児童・生徒と同じように給食時間や学校生活を

過ごせるようにすることが目標である。 

学校給食の提供にあたっては、安全・安心の確保に努めることが最優先である。そのためには、

食物アレルギーを有する児童・生徒の視点に立って対応するとともに、食物アレルギーやアナフィ

ラキシーについて正しく理解し、リスク管理や救急対応などを行うことが求められる。 

このため、学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）により対応者や対応食品を精選し、必要最 

低限の除去とする。 

また、個別対応はせず、事故防止の観点から原因食物の完全除去対応（アレルゲンを取り除いて

調理した給食の提供）をすることを基本とする。 
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ア 食物アレルギー対応食の種類 

    ■ 除去食 

          除去食とは、調理の段階や調理後に、アレルギー原因食品（アレルゲン）を取り除いた献立 

        を提供することである。 

⇒ 完全除去食対応 

 アレルギーを有する児童･生徒の食べられる範囲に合わせた給食を提供するのではなく、

アレルゲンを完全除去して調理した給食を提供する（完全除去食を提供できない日は、各

家庭から代わりのおかずまたは１食分の弁当を用意していただく）。 

また、完全除去食を提供された日はおかわりを厳禁とする。なお、詳細については、『白

岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン資料 完全除去食対応を行う際の

留意事項』を参考とすること。 

⇒ 多段階除去食対応 

アレルギーを有する児童・生徒の食べられる範囲に合わせ、「アレルゲンを完全除去す

る」、「少量のアレルゲンが入った料理なら提供可」、「加熱したアレルゲンを利用した

料理なら提供可」、「加熱していないアレルゲンは提供不可」などさまざまなレベルの除

去食を提供すること。 

 

■ 代替食 

代替食とは、除去することによって不足する栄養素を補うため、別の食品を使用して完全な

献立を提供することである。 

この場合、全員の調理とは別に調理場所を確保する必要があり、同時に、個別対応するため

には調理に要する人員の確保等においてさまざまなハードルがある。 

このため、当市にあっては給食施設及び設備の状況等から、該当児童・生徒に対して代替食

を実施することは難しいため、その対応は行わないものとする。 

 

～多段階除去食対応を行わない理由～ 

○ 学校給食では、大量に調理し、児童・生徒が盛付けるため、配膳される食材量を正確にコントロー

ルすることは不可能であることから、見込み以上の量の原因食品（アレルゲン）が該当児童・生徒の

口に入る可能性があるため。 

○ 体調が悪く、普段より少量の原因食品（アレルゲン）によって、アレルギー症状が出る日があるた

め。 

○ 家庭と異なり、細かな体調変化を見極め、食事の量の調整などの対応を行うことが困難なため。 

○ １種の原因食品（アレルゲン）に対して多種多様な対応方法が存在するため、事故のリスクが大き

くなるため。 

 

イ 学校給食において完全除去食対応が可能な食物 

学校によって給食室の施設や設備の状況が異なっていることから、アレルギー疾患を有する児

童・生徒に対応する場合、全てのアレルギーに対応することは実質的に不可能である。 

このため、学校においては学校給食現場の状況を総合的に判断して、現状で行うことのできる

対応を検討したうえで食物アレルギーを有する児童・生徒に配慮することが必要である。 
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また、食物アレルギーの原因となる可能性があるすべての食品類を把握することが困難である

ことから、原則として食物アレルギーを起こすことが明らかになったもののうち、症例数が多い

もの及び症状が重篤であり、生命に関わるため特に留意が必要な７品目（食品表示基準において

特定原材料と定められている）及び各学校の食物アレルギー対応委員会にて対応可能となった原

因食品（アレルゲン）については完全除去食対応の対象とする。（別表 ■必ず表示される品目

（特定原材料参照）） 

 

■ 完全除去食対応の対象食品■ 

（特定原材料の７品目）卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに 

及び 

各学校の食物アレルギー対応委員会にて対応可能となった原因食品（アレルゲン） 
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別表 

■ 必ず表示される品目（特定原材料） 

 
代替表記 特定加工食品（表記） 

拡大表記（表記例） 

代替表記より 特定加工食品より 

卵 たまご、鶏卵、あひる卵、うずら卵、

タマゴ、玉子、エッグ 

マヨネーズ、オムレツ、

目玉焼き、かに玉、 

親子丼、オムライス 

温泉玉子、厚焼きたまご からしマヨネーズ、 

チーズオムレツ 

小麦 こむぎ、コムギ パン、うどん 小麦粉 クリームパン、 

焼きうどん、パン粉 

そば ソバ  そば粉、そば饅頭  

落花生 ピーナッツ  ピーナッツバター  

乳 乳等省令「乳」および「乳製品」の種

類別名称生乳、牛乳、特別牛乳、成分

調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、

加工乳、クリーム（乳製品）、バター、

バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ（乳

製品）アイスクリーム類、濃縮乳、脱

脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん

乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全

粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー（乳

製品）、ホエイパウダー（乳製品）、

タンパク質濃縮ホエイパウダー（乳製

品）、バターミルクパウダー、加糖粉

乳、調整粉乳、はっ酵乳、乳酸菌飲料、

乳飲料 

生クリーム、ミルク、 

ヨーグルト、乳糖 

アイスミルク、 

ラクトアイス、 

 

アイスクリーム、 

牛乳がゆ、レーズンパン、 

バターソース、 

ガーリックバター、 

カマンベールチーズ、 

パルメザンチーズ、 

コーヒー牛乳、 

ミルクパン、 

フルーツヨーグルト 

えび エビ、海老    

かに カニ、蟹    

※ 代 替 表 記：アレルギー物質名の別称  

  特 定 加 工 食 品 （ 表 記 ）：アレルギー物質が含まれていることが明白で、アレルギー物質

の名称を掲載しなくても分かる加工食品 

  代替表記及び特定加工食品の拡大された表記：特定原材料等の名称、代替表記及び特定加工食品の名称を含んで

いるため、アレルギー物質を使用していることが分かる食品 

出典：アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック（消費者庁） 

 

４ 教室での対応 

 ⑴ 給食の時間における配慮 

誤食防止の目的で、以下の項目等を取り決める。 

・献立内容の確認 

・給食当番の役割確認 
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・配膳時の注意 

・おかわり等を含む喫食時の注意  

・片付け時の注意 

・その他交流給食などの注意等 

特に、アレルギー対応食について、原材料がわかる統一した献立表で確認する方法や、対応食と

一般献立との違いを監督者、本人が確認する方法を具体的に決定する。 

また、座席の配置を担任の近くにし、机を少し離す等を行い、子供同士が食べながら接触するこ

と（はね、とびなど）を防ぐ等原因食物への接触防止策を講じる。  

なお、確認作業が形骸化しないように注意する。 

教室での対応方法についても、内容や関係書類の保存場所等は全教職員で情報を共有し、どの教

職員でも対応でき、誤食がないように努めること。 

       

 ⑵ 食材・食物を扱う活動等 

   個別の取り組みプランに基づき監督者が確認する。 

ア 食材・食物を扱う授業、活動 

   （ア） 食物の調理、摂取を伴う授業等の配慮 

   （イ） 微量の摂取、接触により発症する児童・生徒に対する配慮 

【例】 

       ⇒調理実習（授業、クラブ活動） 

       ⇒体験学習（ソバ打ち体験、乳搾り等）、工場見学 

       ⇒教材（小麦粘土、食品が入っていた袋、牛乳パックを使った工作、植物栽培、豆まき

など） 

       ⇒遠足（おやつや弁当の交換をしないよう注意） 

       ⇒給食当番や後片付け、掃除当番 

  イ 体育、部活動等運動を伴う活動 

（ア） 食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの配慮 

運動と原因食物の組み合わせにより、はじめて症状が誘発される。そのため、運動前４

時間※以内は原因食物の摂取を避け、食べた場合は以後４時間の運動を避ける必要がある。

症状が誘発される運動の強さには個人差があるため、保護者と相談して決める必要がある。 

運動をする予定があれば、原因食物を４時間以内に摂取しないようにし、逆に原因食物

を食べる場合には食べて４時間は運動させなければ問題ない。 

（※多くの場合、原因食物の摂取後、２時間以内の運動で発症するとされているが、確

実に症状を起こさない間隔ということでここでは４時間とする。） 

  ウ 宿泊を伴う校外学習（修学旅行、自然教室、コンクール等） 

   （ア） 食事などの配慮 

宿泊を伴う校外学習の配慮の中心は、宿泊先での食事である。事前に宿泊先と連絡を取

り、その児童・生徒の重症度に合わせた最大限の配慮が必要である。対応に慣れていない

宿泊先では思わぬ事故が発生する傾向があるため、保護者、宿泊先などを交えて十分に情

報を交換し、どこまでの対応が必要で、どこまでの対応が可能なのかを事前に確認するこ

と。 
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また、そば殻枕など寝具の確認も行う。 

   （イ） 緊急時の配慮 

校外活動では、普段の授業に比べて教職員の目が行き届きにくい傾向がある。 

どのような状況で症状を起こすかを事前に予測することは困難なため、参加する教職員

全員が、どの児童・生徒にどのような食物アレルギーがあるか知っておく必要がある。 

また、宿泊先で、重篤な症状が出現した場合を想定し、搬送する医療機関などを事前に

調査しておく必要もある。具体的には、主治医に紹介してもらったり、（社）日本アレル

ギー学会のＨＰで検索し、調査を行ったりすること。救急で受診する際に円滑な治療を受

けるため、主治医からの紹介状を用意すると良い。 

さらに、過去にアナフィラキシーショックを起こした児童生徒には「エピペン○Ｒ」など

の救急治療薬が処方されている場合があるため、持参薬の有無や管理方法、万一発症した

場合の対応を事前に保護者・本人・主治医・学校医と十分に話し合う必要がある。 

      

⑶ 児童・生徒への指導 

ア 学級での指導 

食物アレルギー対応が食物アレルギーを有する児童・生徒の心の負担になったり、他の児童・

生徒からのいじめや仲間はずれのきっかけになったりすることがないよう、個々の児童・生徒や

学級の実態を踏まえ、きめ細やかな配慮や指導を行うこと。 

【学級での指導事項例】 

（ア） 食物アレルギーのため食べないことと、好き嫌いにより食べないことは、異なる。 

個人によってアレルギー反応の起きる食品やアレルギー反応の様子は違うこと、場合

によっては生命に関わる重大なことであること等を伝える。 

（イ） 食物アレルギーは、生命に関わることもあるので、食物アレルギーを有する子供がア

レルゲンを食べないように、周囲の協力が必要であることを理解させる。 

また、牛乳のように、食べなくても肌に触れるだけでアレルギー反応を起こす食品が

あることを理解させる。 

イ 食物アレルギーを有する児童・生徒への個別指導 

食物アレルギーを有する児童・生徒とその保護者に対し、必要に応じて個別指導を実施する。 

【個別指導例】 

（ア） 食物アレルギーを有する児童・生徒の自己管理能力が育成できるように指導する。 

・ 自分自身がアレルギー反応を起こす食品を見分ける。 

 ⇒ 自分が食べてはいけない食品や、食べることはできるが量などの制約がある食品 

  について、正しく理解する。また、加工食品や調味料などには、原形と違った形で 

  アレルゲンが含有されている場合があることなどを発達段階に応じて理解する。 

・ 自分自身がアレルギー反応を起こす食品を食べない。 

⇒ アレルギー反応を起こす食品は人に勧められても、その理由を説明して食べない、

中身がよくわからないものは食べない等を理解する。 

・ 自分自身のアレルギー反応を把握できる。 

⇒ 食物を摂取することによって生じるアレルギー反応には、皮膚・粘膜症状、消化

器症状、呼吸器症状、アナフィラキシー症状等があることを理解し、自分の身体に
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同様の反応があった場合は適切な対処が必要であることを理解する。 

  ・ 自分自身のアレルギー反応に対処できる（服薬、周囲への説明等）。 

⇒ アレルギー反応が起きたときには、必ず学級担任等に状況を（状況によっては友

人を通じて）説明し、薬の服用等適切な処置を行う。下校後の場合は、身近な大人

に状況を説明する。 

（イ） 栄養教諭は、原因物質を取り除いたことによる栄養素の補給について助言する。 

 

５  保護者の役割 

学校給食における食物アレルギー対応は、事故防止と児童・生徒の栄養確保の観点から、あくまで

も医師の診断と指示に基づいて行わなければならない。また、食物アレルギーの原因食物・症状は年

齢とともに変化し、多様化することから、医師の診断がない状態で保護者の求めるままに実情に合わ

ない無理な対応を行うことは事故を招く危険性をはらんでいるため、学校での取り組みを希望する保

護者は次の役割を担うものとする。 

 ⑴ 食物アレルギーの正しい理解に努める。 

 ⑵ 児童・生徒の症状等や健康状態を十分に観察する。 

 ⑶ 定期的に医師の診断を受け、疾患の程度や予防方法等を正確に把握する。 

 ⑷ 医師の診断に基づいて家庭での対応を実践する。 

⑸ 学校給食に関連した『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』その他必要な書類を提出し、

学校と情報交換を行う。 

 

６ 教育委員会の役割 

⑴ 学校給食の実施者として、食物アレルギー対応に主体的に取り組み、基本的な方針を示す。 

⑵ 重篤なアレルギーを有する児童・生徒の現状について、各小・中学校との情報共有を密に取り、

食物アレルギーを有する児童・生徒の実態を把握する。 

⑶ 「白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン」について、ホームページ等を活用

して住民に周知する。 

⑷ 学校給食の事故を防止するために、市医師会、保健所との連携・協力体制を構築する。 

⑸ 学校の食物アレルギー対応委員会から学校給食での報告を受けた時や重大な事故発生時に対応で

きる体制を整備する。 

⑹ 学校と市立保育園や私立幼稚園との連携について、関係課等との調整を図る。 

⑺ 教職員を対象にした食物アレルギーに関する研修会等を開催する。 

⑻ 調理業務委託業者への調整を図る。 

⑼ 事故発生時には、状況を把握し、関係機関とも調整のうえ必要な指導を行う。 

 

７ 教職員の役割 

学校給食における食物アレルギー対応のため、食物アレルギー対応委員会を設けるとともに、教職

員及び調理員の連携を図り組織全体で対応するものとする。また、「面談調書」等については、その

保管については、教職員及び調理員において情報を共有のうえ、管理するものとする。 

【校長の役割】 

ア 重度の食物アレルギーを有する児童・生徒の対応について、市教育委員会と綿密に情報を共
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有する。 

イ 食物アレルギー対応委員会を設置する。 

ウ 校内の食物アレルギー対応のすべての最高責任者であり、市教育委員会の方針の主旨を理解

し、教職員に指導する。 

また、給食時に食物アレルギー対応を行う際、該当児童・生徒に確実に食物アレルギー対応

食（完全除去食）が提供できる体制づくりや、環境整備について、指導する（職員は入れ替わ

るので、年１回は、必ず食物アレルギーについての研修を行う。）。 

エ 個別面談を実施（マニュアルに定められた者と一緒に行う）する。 

オ 食物アレルギーに対応する校内体制等を整備して役割分担を明確にし、教職員の共通理解が

図られるように指導する。 

【教頭の役割】 

ア 校内体制等で定めた役割分担が機能するように努める。 

イ 実態の把握に努めて保護者や関係機関との調整を行う。 

【学級担任の役割】 

   ア 面談等を通して、食物アレルギーを有する児童・生徒の状態を把握し、家庭の対応状況、学

校給食に対する要望等について把握する。 

   イ 保護者からの申し出等は食物アレルギー対応委員会にて報告するとともに、緊急時の体制を

周知する。 

ウ 食物アレルギーを有する児童・生徒が、安全で楽しい給食時間を過ごせるよう指導する。配

食時やお代わりの際、誤配・誤食のないように確認する。 

また、該当児童・生徒が誤食に気づいたときや食後体調の変化を感じた時は、すぐに申し出

るように指導する。 

なお、完全除去食を提供する日は全ての献立をお代わり禁止とする。 

エ 食物アレルギー対応が食物アレルギーを有する児童・生徒の心の負担になったり、他の児童・

生徒からのいじめや仲間はずれのきっかけになったりすることがないよう、個々の児童・生徒

や学級の実態を踏まえ、きめ細やかな配慮や指導を行うこと。 

オ 緊急時の連絡体制等について保護者との連携を十分に図る。 

カ 給食時間に教室を離れる場合（出張時等）には、事前に他の教職員に十分な引継ぎを行う。 

 

【給食主任の役割】 

ア 食物アレルギーを有する児童・生徒の実態を把握する。 

イ 学級担任や学校栄養職員等との連携を図り、共通理解を図る。 

ウ 食物アレルギーが発症した時の対応方法について確認しておく。 
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【養護教諭の役割】 

ア 個別面談をガイドラインに定めた者と一緒に行う。 

イ 食物アレルギーを有する児童・生徒の実態を調査票や面談等を通して把握する。 

ウ 食物アレルギー対応委員会にて、対応方法について提案する。 

エ 食物アレルギーが発症した時の対応方法について確認しておく。 

オ 主治医や学校医との緊急時の連絡体制について確認しておく。 

カ 主治医や学校医と連携を図り、応急措置の方法や連絡先を確認しておく。 

【栄養教諭・学校栄養職員（臨時学校栄養職員も含む）の役割】 

ア 個別面談をガイドラインに定められた者と一緒に行う。 

イ 食物アレルギーを有する児童・生徒の実態を調査票や面談等を通して把握し、具体的な調理・

配膳作業等を管理する。 

ウ 学校給食での対応について決定後、必要に応じて食物アレルギー対応委員会委員及び保護者

と毎月の献立について確認する。 

エ 食物アレルギー対応食の指示書等を作成し、混入や誤配に注意する。 

オ 給食時の指導について、食物アレルギー対応委員会を通じて提案する。 

【給食調理員の役割】 

ア 可能な限り個別面談に出席し、アレルゲンや症状、家庭での対応状況について把握する。 

イ 食物アレルギー対応食児童・生徒一覧等で対象者の状態を確認する。 

ウ 食物アレルギー対応食について確認し、栄養教諭や学校栄養職員の調理指示のもとに調理工

程を確認しながら調理する。 

 

８ 学校の対応  

各小・中学校においては、『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』の提出を必須とする。ま

た、アレルギー疾患の情報把握にあっては、学校における保護者との個別面談等の際、家庭での対応

状況や過去の症状の出現状況、学校生活上での留意点、学校への要望、原因食物の明細などについて

も確認する。 

学校においては、食物アレルギーを有する児童・生徒が安全で安心した生活を送るためには、児童・

生徒の状態が成長とともに変化することを考慮して常に児童・生徒の状態を把握しておく必要がある。

そのためには、児童・生徒の健康状態に関して常に最新の情報で対応する必要があるため、保護者に

対しては『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』を毎年提出することを必須とする。 

⑴ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の受領 

保護者から『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』の提出にあっては、新１年生の場合は

入学前に、その後についてはそれぞれの進級時又は新規発症時に受領することを必須とする。 

また、年度途中での転入生にあっては、転入時に保護者との面談の結果、必要があると認める場

合には提出を求めるものとする。 

なお、新１年生にあっては、可能な範囲で入学前の通園施設との連携を図ることが望ましい。 
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⑵ 幼稚園・保育園等からの情報収集 

幼稚園や保育園等からの小学校入学児童については、前年度までにアレルギー疾患対応を実施し

ていた場合は、入学時において保護者からの情報を収集するものとする。 

また、入学前に通っていた幼稚園・保育園等とも連絡を取り合うことによって、正確な情報を収

集する。 

  

⑶ 保護者からの情報収集と実態把握 

   アレルギー疾患は１年経過すると症状が緩和したり、悪化したり、または新規に発症したりする

こともあるため、幼少期の診断結果では過剰な食物除去になる可能性があることから、事故防止の

観点から１年ごとに更新するものとする。 

また、アレルギー疾患の発症については、児童・生徒がいつどのような状況で緊急の対応を要す

る状態になるかを完全に予測することが難しく、いつどこで発生しても、その場にいる教職員が対

応できるようにしておくことが重要である。 

なお、これ以外にあっても、『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』が提出されていない

児童・生徒で、学校側がアレルギー疾患による特別な配慮が必要であると判断した場合には、随時

保護者に対して提出を促すこと。 

 

⑷ 医師との連携 

食物アレルギーの対応は、主治医に指導助言をもらうなど可能な限り連絡体制を整え、また、ア

レルギー症状が出た場合に緊急に連絡が取れるよう、医師の連絡先等を把握する。 

 

⑸ 緊急時の対応 

重篤なアナフィラキシー症状（皮膚症状と呼吸器症状など複数の臓器で症状が出ること）を発症

した場合には、白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン【資料】『アレルギー・

アナフィラキシー発症時の対応の流れ（症状ごとの対応）』（Ｐ２－４）、『事故発生時（アナフ

ィラキシー）の教職員緊急対応マニュアル』（Ｐ２－５）、『アナフィラキシーショック流れ・記

録用紙』（Ｐ２－６）を参考とし、対応を行う。 

なお、事前に医師や保護者とエピペン○Ｒの取り扱いについて話し合い、教職員間において情報を

共有しておく必要がある。 

また、エピペン○Ｒを接種してもアドレナリンの効果は１５分～２０分程度のため、医療機関への

搬送を急ぐこと。 

 

■医師法第１７条の解釈について■ 

 学校現場等で児童・生徒がアナフィラキシーショックに陥り、生命が危険な状態である場合に、救命の現

場に居合わせた教職員が自己注射薬（「エピペン（登録商標）」）を自ら注射できない本人に代わって注射

する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、医師法違反とはな

らない。【平成２５年１１月１３日付け25ス学健第１７号及び平成２５年１１月２７日付け医政医発１１

２７第１号】 
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 Question Answer 

１ 

 給食を食べられなくなる児童・生徒がお

り、これまで一定レベル以上の給食を安全

に食べられていた児童・生徒が、完全除去

対応となるため、対応の後退にならないか。 

個人で考えれば、二者択一が対応の後退に映りますが、

学校給食における食物アレルギー対応全体の安全性向上の

ためという目的があるため、保護者に丁寧に説明し、協力

を得る必要があります。 

2 

 

調味料の使用や微量混入まで完全除去管

理になると、かえって現場の負担になるの

ではないか。 

多くの食物アレルギーを有する児童・生徒は、調味料の

使用や微量混入では症状が誘発されないと考えられます。 

このため、そのレベルで管理が必要な場合、対象は重症

な食物アレルギーを有する児童・生徒といえ、安全性の確

保が難しければ学校給食で対応することは勧められませ

ん。 

この場合、学校給食の対応は行わず、保護者と相談し、

弁当対応を考慮してください。 

3 

 

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）

は毎年提出させなければならないのか。  

食物アレルギーは年齢を経るごとに症状が変化していく

傾向があります。 

不必要な食物の除去は、成長発達の著しい時期に栄養の

バランスが偏ることもあるので、医師の診断（学校生活管

理指導表（アレルギー用））を基に学校給食での対応を行

ってください。 

 また、症状に変化があった場合、年度途中であっても再

度提出するよう、保護者に促してください。 

4 

医師に記入を依頼する学校生活管理指導

表（アレルギー疾患用）は有料なのか。 

令和４年度診療報酬改定において、令和４年４月から学

校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の作成にかかる医

師の診療情報提供料が保険診療の対象となりました。 

白岡市では、保険が適用される医療費を子育て家庭に支

給しているため、こども医療費の手続きをしている御家庭

の費用負担はありません。 

5 

 食物アレルギーを有する児童・生徒は他

の児童・生徒より食べられるものが少ない

が、給食費は全額徴収するのか。 

 アレルゲンの種類によって、提供する食材の種類や単価

が異なること、実際の喫食状況を確認すること、個々の１

食あたりの正確な金額を返金することが困難なため、他の

児童・生徒と同額を徴収させていただきます。 

6 

 家庭から持ち込んだ弁当の保管はどうし

たらよいか。教室で常温にて放置すると食

中毒が心配である。 

 保護者との面談等にて、各家庭で保温弁当箱や保冷剤等

を活用し、対応してくださるよう、お願いしてください。 

また、衛生面の問題があるため、給食室では保管をしな

いでください。 
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９ 経緯 

○ 策定  平成２６年１月３０日決裁 

 ○ 改定   

 決 裁 日 主な改正点 

１ 

 

平成２７年１月１５日 「アレルギー疾患管理指導願」を廃止し、「学校生活管理指導

表（アレルギー疾患用）」の提出を必須とする。 

２ 平成２９年９月１３日 文部科学省の「学校給食における食物アレルギー対応指針」に

基づき、食物アレルギー対応に関する基本方針を多段階除去食対

応から完全除去食対応へ移行する。 

３ 令和３年６月２９日 公益財団法人日本学校保健会の「学校のアレルギー疾患に対す

る取り組みガイドライン」の改訂（令和元年度）に基づき、学校

生活管理指導表の様式について変更する。 

４ 令和４年９月２日 令和４年度診療報酬改定により、令和４年４月から学校生活管

理指導表（アレルギー疾患用）の作成にかかる医師の診療情報提

供料が保険診療の対象となり、「学校生活管理指導表（アレルギー

疾患用）」が有料である旨の記載を削除する。 
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白岡市学校生活における 

食物アレルギー対応ガイドライン 
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《全体編》 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（様式１～４） 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
（様式５） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（様式７） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個別面談 

●アレルギー疾患を有する児童・生徒の把握、保護者からの申請 

※〔保護者に「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出を求める。〕 
 
  ①①    入入学学時時    （（就就学学時時健健診診等等でで実実態態調調査査及及びび把把握握））  
  ②②    進進級級時時    （（年年度度のの引引きき継継ぎぎととししてて、、進進級級時時にに再再把把握握）） 
  ③③    転転入入等等時時  （（転転入入時時やや新新規規でで発発症症ししたた場場合合のの把把握握）） 

対応の 

申請 

●保護者と個別面談を実施する。 
※〔保護者・校長（教頭）・栄養教諭（学校栄養職員）・養護教諭・学級担任等〕 

●個別面談を受けて、面談調書を作成する。 

 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の記載内容の確認 

●「※食物アレルギー対応委員会」を開催し、対応方法等を検討・決
定する。 

※〔校長（教頭）、主幹教諭・教務主任、養護教諭、栄養教諭（学校栄養職員）、保健主事、

給食主任、学年主任・関係学級担任、学校給食調理員・主治医･学校医〕 

校長は、対応実施の決定を行う。 

●教育委員会は、「食物アレルギー対応委員会」の報告を受けた場合

には、内容を把握し、環境の調査や指導を行う。 

●定期的に（毎年）、対応方法等の評価・検討を行う。 

 進級時等、引き続き対応が必要な場合は、学校生活管理指導表（アレル

ギー疾患用）の提出を求める。 

 ※養護教諭、栄養教諭（学校栄養職員）等は食物アレルギーに関する   

  個別指導を行う。 

必要に応じ、教育委員会へ報告 

面談調書等

の作成 

対応実施の

決定 

対応委員会

の開催 

対応内容の

把握 

最終調整と 

情報の共有 

対応の実施 

評価・見直

し・個別指導 

●校長は、決定した内容を対象者ごとに「食物アレルギー対応食確認

書」を作成し、全教職員へ周知徹底する。同時に保護者へも内容を

通知し、連携を図る。 

学学校校給給食食ににおおけけるる食食物物アアレレルルギギーー対対応応フフロローーチチャャーートト 

 

 

●学校給食における食物アレルギー対応を実施する。 

 ※保護者の同意を得た上でエピペンを処方されている児童・生徒の情報 

  を消防機関に提供しておくなど、関係機関との連携を図る。 

●食物アレルギー対応委員会を設置する。          

※〔校長（教頭）・栄養教諭（学校栄養職員）・養護教諭・学級担任等〕 

対応委員会

の設置 
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給食実施のながれ 

ア） 栄養教諭（学校栄養職員）は原因食品（アレルゲン）となる食物が、同日に重ならないよ

うに献立を作成する。 

イ）施設設備や人的に無理がないようにする。 

ウ）作業工程や動線が複雑にならないようにする。 

  

ア）アレルゲンが含まれる献立が分かる表示をする。 

  （サラダ→卵サラダ、オムレツ→チーズ入りオムレツ等） 

イ）食品の規格書等を基にアレルゲン等、記入もれや誤りがないよう複数の関係者（市教育

委員会栄養士及び栄養教諭・学校栄養職員）が確認する。 

ウ）全体へ配付前に、担任や食物アレルギーを有する児童・生徒の保護者に学校給食での食 

  物アレルギー対応方法について、詳細を記載した献立表【様式６】等を配付する。 

 

ア）発注する食材の詳細（食材納入業者、加工食品製造業者、食品の規格等）を確認し、誤り

のないよう、発注する。 

ア）調理員は納品されたものが、発注した物であるか、確実に検収する。調味料や加工食品 

 の場合、製造者、商品名、原材料（製造業者が通告なく変更する場合もある。）を確認する。 

イ）発注した物と異なる場合は、速やかに栄養教諭（学校栄養職員）等の学校給食担当者に報

告する。 

ア）栄養教諭（学校栄養職員）及び調理員は、作業工程用資料（調理指示書、作業工程表、作 

  業動線図等）を作成し、綿密な打合せをする。 

 ☆ 調理指示書：使用する食材、器具、食器、調理手順、取り分けるタイミング等 

☆ 作業工程表：調理担当者、作業手順、取り分けるタイミング、エプロン等の使い分け、 

使い捨て手袋の使用、フタの使用等 

☆ 作業動線図：作業場所、動線、器具等を明確に分離する。 

ア）事前の打合せに基づき、調理担当者を明確にして、調理を行う。 

イ）常に該当児童・生徒の名前と対応内容（提供する完全除去食、原因食物等）が分かるよ 

  うに表示する。 

ウ）取り分ける、食材を加える際には、複数の人で確認する。 

エ）時間差をつけるなどして、同時に同じ場所で複数のアレルギー対応食を調理しないよう 

  にする。 

ア）完全除去食を配食する際の器具、食器、エプロン等の使い分けや、手洗い、使い捨て手 

  袋の着用等を徹底する。 

※配食後はフタ（ラップ等）をし、異物やアレルゲンが入らないようにする。 

イ）食物アレルギー用食器及び食札等を使用し、どの児童・生徒に提供するものか明確にする。 

ウ）間違いなく配食できたか、栄養教諭（学校栄養職員）等の食物アレルギー担当者又は衛生

管理責任者が最終確認し、チェック表に記入する。 

 

 

献立作成 

 

配付用 

献立表作成 

発注 

検収 

作業工程 

の確認 

調理 

配食時 

○ 調理方法や、栄養教諭等の配置状況により、対応は異なります。 

○ 実施にあたっては、校内での連帯した指導体制を整備し、保護者や主

治医との連携を図ります。 

○ 対象となる児童・生徒の安全を確保できることを確認した上で実施し

てください。 
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ア）学級担任は事前配付した詳細献立表等の資料と完全除去食の食札等の表示を相互確認 

  する。 

イ）学級担任が該当児童・生徒に配食する。また、当日の食物アレルギー対応食について該

当児童・生徒本人も把握するようにする。 

※完全除去食対応の場合は、おかわり禁止とする。 

※「いただきます」をするまでは、フタを外させない。 

ウ）喫食形態の工夫をするなど、アレルゲンと接触しないようにする。 

例：座席の配置を担任の近くにし、机を少し離す等を行い、子供同士が食べながら接 

  触すること（はね、とびなど）を防ぐ。 

エ）給食時間に栄養教諭（学校栄養職員）等は状況に応じて巡回し、食べている様子を確 

  認する。 

引き渡し 

喫食時 

学級担任が不在などの場合は、連絡体制をしっかりして、チェック表等で確認する。 

ア）教職員全員が、食物アレルギーに関する基礎知識と該当児童・生徒の実態、緊急時の 

  対応方法について共通理解しておく。 

イ）該当児童・生徒の情報の保管場所を決め、すぐに対応を確認できるようにしておく。 

  （個人情報の取扱いに注意） 

ウ）献立に変更があった場合には、学校、学級担任、家庭に確実に連絡する。 

エ）学級において他の児童・生徒が対応を不審に思ったり、いじめのきっかけになったり 

  しないよう、十分に配慮する。 

ア）該当児童・生徒がアレルゲンに接触しないようにする（給食当番、後片付け、牛乳 

  パックの内側の紙をはがす、掃除等の際の配慮）。 
片付け 

その他 
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アレルギー・アナフィラキシー発症時の対応の流れ 
（症状ごとの対応） 

循環器・ 

神経 

症状 

呼吸器 

症状 

消化器 

症状 

粘膜 

症状 

皮膚 

症状 
部分的じんましん 

赤み、かゆみ 

唇・まぶたの腫れ、

口のかゆみ、違和感 

弱い腹痛、 

単発の嘔吐 

くしゃみ、鼻水、 

鼻づまり、単発の咳 

だるさ 

何となく元気がない 

広範囲のじんましん、

赤み、強いかゆみ 

明らかな唇やまぶた、

顔面全体の腫れ 

腹痛、複数回の嘔吐・

下痢 

時々繰り返す咳 

明らかに元気がない 

立っていられない 

飲み込みづらさ 

強い腹痛、繰り返

す嘔吐・下痢 

横になりたがる、 

ぐったり 

□ 安静にし、１時間～４時

間は経過観察 

□ 緊急時薬剤があれば内服 

□ 対応人員を確保 

□ エピペンがあれば用意 

□ 学校医、主治医に連絡し、

指示を受ける 

□ 医療機関を受診 

□ 緊急時薬剤があれば

内服 

□ 対応人員を確保 

□ エピペンを用意、必

要に応じ接種※ 

□ 学校医、主治医に連

絡し、指示を受ける 

□ 救急車で医療機関を受診 

□ 緊急時薬剤があれば内服 

□ エピペンを接種※ 

□ 必要に応じ一次救命措置（ＡＥＤの準

備・使用も含む） 

症状２ 症状１ 

症状３ 

※ エピペンは、太ももの外側に垂直に接種 （衣服の外側からでもよい） 

  （過去にアナフィラキシーの原因となった食物を誤って摂取したり、ハチに刺されたりして、

明らかな異常症状を感じた時は、直ちに接種） 

※ アドレナリンの効果は１５～２０分 （医療機関への搬送を急ぐ） 

声がれ、 

声が出ない 

喉が締め付けられる 

血圧低下、意識レ

ベル低下～消失、

失禁 

症状

４ 

子供を一人にしない、一人で帰宅させない 

・救急隊員に経過・応急手当の説明 

・事情がわかる職員が救急車に同乗 

急激 

発見者が保健室へ連れて行く。必要な場合は教職員が現場へ急行し対処する。 

養護教諭・担任等へ連絡 

□ 症状の確認（出現時間、具体的症状） 

□ 原因食品の確認（種類、量） 

□ 保護者、校長・教頭等への連絡 

□ 連絡担当者の指定（救急機関、保護者、主治医等） 

□ アレルギー緊急時個別対応票の確認 

人を呼ぶ 異変の発見 

□ 原因物質が皮膚に付着 

□ 原因食物が目に付着 

□ 原因食物を口から摂取 

□ 洗い流す 

□ 洗眼後、抗アレルギー薬、ステロイド

を点眼する 

□ 口から出させたり、吐かせたりして口

をすすぐ 

強い咳き込み、声が

れ、ぜん鳴（ゼーゼ

ー、ヒューヒュー）、

呼吸困難 
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                                      報告(様式８) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

・事故状況の把握と事故者の確認 
・事故者の安全確保・協力要請 
・応急処置（エピペン・ＡＥＤ）の準備 
（必要に応じて実施） 
・緊急通報（１１９） 

事故発生の連絡 

教職員を呼ぶ（他の児童生徒の対応） 

    （事故者の介助等） 

学校（職員室） 

養護教諭 

担任・教職員 

教育委員会 

 【救急車を要請するとき】（概要を説明できる教職員が電話することが望ましい） 
 ①「救急です。」 
  「食物アレルギーによるアナフィラキシー発症 児童・生徒の搬送依頼です。」 
 ② 状態・経過を簡潔に説明する（質問に答えられなくても、到着時には答えられるよう準備） 
  ・だれが・いつ・どこで   ○歳 性別  食事後、○○分経過後  ○○学校 
  ・どこが          おなかが、全身の皮膚になど 
  ・どのような状態      全身じんましん、ぜん息の様な呼吸音がある、嘔吐など 
  ・かかりつけ医       ○○○病院 
  ・エピペン         処方の有無、接種の有無・時刻（○○時○○分） 
 ③ 連絡者の所在地 学校の住所等を伝える。 
 ④ 救急車が来るまでの手当方法を聞く。 
 ⑤ 搬送医療機関が決まっていたら伝える。 

医療機関を受診 

救急車の要請 

◆ 息苦しさ（呼吸困難）、のどがしめつけられる感じなどの症状があらわれたら、直ちにエピペンを接種
（「発症時の対応の流れ」を参照） 
（アドレナリンの効果持続時間は１５～２０分のため、医療機関への搬送を急ぐ） 

◆ ＡＥＤについては、必要がある時以外は作動しないため、迷うことなく使用すること。 
◆ 事故の対応については、必ず複数の職員で対応すること。 

校 長 
不在時は・教頭、教務・学年主

任又は他の教職員 

学校医又は 

主治医 保護者（搬送先連絡）

等） 

 

 

 

 

 

報告 

指示 

連絡 連絡 

指示 

報告 
連携 

急行 複数で対応 

指示 

報告 

事故発生時(アナフィラキシー)の教職員緊急対応マニュアル 

 

【救急車を要請したら】 
 ① 救急隊員からの電話に対応できるようにする。 
 ② 児童・生徒の保険証の写し、財布、エピペンなどを持参 
  使用済みエピペンを持参、又は救急隊員へ渡す。 

事故発生・重症 
 

連携 連携 

栄養士 

（給食の確認・成分表等） 

教諭（救急車の誘導） 

他の児童・生徒の対応 

教諭 

（経過の記録） 
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アナフィラキシーショック流れ・記録用紙（参考） 

児童・生徒名：      年 組 （男 ・ 女）      年    月    日生

（    歳）  

対応の流れ 対応者 内     容 

応援の人を呼ぶ 
□ 発見者 応援を呼ぶ（又は誰かに呼びに行かせる） 

子どもから離れずに容態を観察 

教職員の救急体制     

（搬送先の病院名

は共有する） 

□ 校長又は教頭 子どもの状況観察、症状変化時の教職員等への指示 

□ 担任 保護者との対応、保険証準備、ショック歴の確認、かかり

つけ医の確認等 

□ 養護教諭 顔色、脈、血圧、呼吸等の確認、内服薬・エピペンの介助、

ＡＥＤ・心肺蘇生の実施等、救急隊員への症状等の報告、

救急車に同乗 

□ 栄養士 食物アレルギーの可能性から当日の献立内容（加工食品の

規格書等）の確認 

□ 教諭Ａ エピペンの準備、ＡＥＤ準備、内服薬の準備、緊急連絡先

のコピー、記録用紙への経過記録等 

□ 教諭Ｂ 救急車の要請、校門で誘導 

□ 教諭Ｃ 周辺の児童・生徒への対応 

すぐに用意及び 

携帯するもの等 

□緊急連絡カード □血圧計 □担架 □養護かばん □保健調査票  

□該当児童・生徒の体重（健康カード参照） □該当児童・生徒の靴  

□医療等の状況  □アレルギー一覧のコピー□今日の献立表  

□使用済みエピペン □当記録用紙のコピー □携帯電話、メモ帳・ペン、財布 

□ エピペンの用意 はい ・ いいえ   誰が？ 

□ ＡＥＤの用意 はい ・ いいえ   誰が？ 

□ 内服薬の用意 はい ・ いいえ   誰が？ 

□ 内服薬の投薬 はい ・ いいえ   何時に？  時    分 

該当児童・生徒が 

有するアレルゲン 

□ 

過去の 

食物アレルギー歴 

□ いつ：      何をして：      どうなった： 

今日の給食を栄養

教諭（学校栄養職

員）、担任及び該当

児童・生徒に確認す

ること 

□ 発症時間   時  分頃 

□ 場所と状況 場所：        状況： 

□ 食べたもの  

□ 食べなかったもの  

□ おかわりしたもの   

□ 

完全除去食になっ

ていたもの 

（おかわり不可） 

  

 

 

 

 

該当児童・生徒を安

静な体勢にする     

（エピペンを打つ際

のため、硬い床材上） 

□ 呼吸が普通の時：かたい床にマットを敷いて足を高くして寝かせる。 

□ 呼吸が苦しい時：いすに座らせる。 

□ 意識無しの時（誤嚥防止）：かたい床にマットをひいて、横向きに寝かせる。 
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来たときの症状は

どうか 

（①～③で１つで

も該当する状況が

あれば、すぐにエピ

ペンを打つ。） 

□ ①全身の症状 ぐったり・意識もうろう・便尿もらす・唇や爪青白い・脈

弱い 

□ ②呼吸 のどや胸が締め付けられる・声がかすれる・息がしにくい 

犬が吠えるような声・持続する強い咳き込み・ゼーゼー 

□ ③消化器 持続する我慢できない強いお腹の痛み・繰り返し嘔吐 

□ 血圧（               ）体温（          ） 

エピペンを 

２～３人で打つ 

□ 何時に？   時   分 誰が？（                ） 

□ 子どもを座らせる（または寝かせる） 

□ １人が太ももを押さえ、もう１人が上半身を押さえる 

□ エピペンを利き手で持つ（親指はかけない） 

□ 反対の手でキャップを上に取る 

□ 針がでるところを２人で確認する 

□ 太もも真ん中のななめ脇に打つ 

□ ５～１０秒針を太ももにつけたまま維持する 

打った後の子ども

の様子を観察する               

（  時  分～   

時  分） 

 

□ 全身の症状・呼吸  

□ かゆみ  

□ 顔色  

□ 意識  

□ 血圧  

□ 体温  

救急車を要請する 

□ エピペンを   時   分に打ったことを報告する 

□ かかりつけ病院を報告する 

□ 救急隊がくるまで

の処置を聞く 

体勢（       ）、 

心肺蘇生、 

ＡＥＤの使用を尋ねる 

保護者に連絡する 
□ エピペンを   時   分に打ちました 

□ 保険証をもって○○病院に来てください 

教育委員会に 

連絡する 

□ 事故発生から報告時点までの経過報告 

（事故発生から２日以内に様式９及び様式１０を提出） 

救急車の対応 

□ 緊急連絡     時    分 対応教職員： 

□ 到着時間     時    分 誘導教職員： 

□ 出発時間     時    分 同乗教職員： 

□ 
搬送先病院名 

電話番号 

 

 

その他 
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完全除去食対応を行う際の留意事項 

 

１ 完全除去食の提供方法について 

■完全除去食対応 

アレルギーを有する児童･生徒の食べられる範囲に合わせた給食を提供するのではなく、原因食品

（アレルゲン）を完全除去して調理した給食を提供する（完全除去食を提供できない日は、各家庭か

ら代わりのおかずまたは１食分の弁当を用意していただく）。 

当市における食物アレルギー対応は、原則として、卵、小麦、そば、落花生、乳、えび、かにの７

品目（特定原材料）及び各学校の食物アレルギー対応委員会にて、対応可能となったアレルゲンのみ

の対応とし、完全除去食（アレルゲンを取り除いて調理した給食）を提供すること。 

また、完全除去食を提供された日はおかわりを厳禁とする。 

なお、家庭で用意していただく代わりのおかずまたは弁当について、対象児童・生徒の食物アレル

ギーの強弱や食物経口負荷試験の経過に関わらず、原因食品（アレルゲン）は含まないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴献立を作成する際、使用を検討する必要がある食物 

ア 特に重篤度の高い原因食物：そば、落花生（ピーナッツ） 

学校給食での提供を極力減らす。提供する際は、使用するねらいを明確にし、使用しているこ

とが明確な料理や料理名とする。（現在、白岡市ではそばを提供していません。） 

イ 特に発症数の多い原因食物：卵・乳・小麦・えび・かに 

次のように提供方法等を工夫する。提供する際は、使用するねらいを明確にし、使用している

【ある日の食物アレルギー対応食の例】 

対象者：卵アレルギーＡ君（アレルギーが強く、卵が入っているものは全て食べられない） 

卵アレルギーＢ君（アレルギーはあまり強くなく、つなぎや衣に使用されている卵は食べられるが、 

         卵そのものは食べられない） 

 

本日の献立：ごはん、牛乳、手作りハンバーグ（つなぎで卵使用）、花野菜サラダ、かきたま汁（溶き卵が入 

っている）  

提供方法：★･･･除去食（食物アレルギー対応用食器で提供するもの） 

×･･･提供しない 

 

完全除去食を提供する場合 

Ａ君・Ｂ君ともに手作りハンバーグ・かきたま汁は調理途中で卵を除いて調理し、提供する。 

※ 冷凍ハンバーグ等、材料を除くことが出来ない場合は、代わりのおかずを用意していただく。 

 

            【ハンバーグが手作りの場合】                 【※ハンバーグが冷凍食品の場合】 

 

卵を除いた 

かきたま汁 
ご飯 

Ａ君・Ｂ君 

ハンバーグ 

（つなぎに卵不使用） 

花野菜サラダ 

卵を除いた 

かきたま汁 
ご飯 

Ａ君・Ｂ君 

卵を除いた 

かきたま汁 

 

冷凍ハンバーグ

 

花野菜サラダ 
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ことが明確な料理や料理名とする。 

⇒ できる限り、１回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用しないように配慮する。 

同じ原因食物の使用は最小限とし、対応を単純化する。 

⇒ 同じ原因食物を使用する日を週単位で検討し、一週間の中にその原因食物が使用されていな

い日を作るなど考慮する。 

⇒ 加工食品は、添加物として原因食物が使用されていない食品を選定する等の対応を考慮する。

（例）練り製品、畜肉製品 

 

⑵ 調理等の工夫 

栄養教諭・学校栄養職員等は、献立を作成する際は、原因食物の混入を防止し、複雑で煩雑な調

理作業とならないように、作業工程表や作業動線図で確認する。 

ア 原因食物を使用しない調理方法にする。 

例：唐揚げ、かき揚げ、フライ等の衣の小麦粉 ⇒ 米粉やじゃがいもでん粉 

かき揚げやフライの衣 ⇒ 卵を使用しない 

イ 原因食物が料理に使用していることが一目で分かるようにする。 

例：ハンバーグにチーズを練りこむのではなく、上にのせる。 

   

⑶ 料理名・使用食品の明確化 

安全な給食提供のために献立表や料理名を工夫する。 

献立表の作成にあたっては、市内栄養教諭及び学校栄養職員、市教育委員会栄養士等の関係者で

確認し、誤表や記入漏れがないようにする。 

ア 献立表 

・ 関係者全員で同一のものを共有する。 

・ 市内統一献立については、料理名【アレルゲン】と明記すること。 

なお、献立表に明記するアレルゲンは原則として、特定原材料（卵・乳・小麦・えび・かに・

そば・落花生（ピーナッツ）のみとする。 

【例】 

海藻サラダ ドレッシング わかめ キャベツ　もやし　とうもろこし

曜
日

プレーンオムレツ【卵】

23 月

ポークカレー
（麦ごはん）【小麦】

日

力や熱になるもの 血や肉になるもの 体の調子をととのえるもの

主な材料とその働き（アレルゲン含む）
エネルギー

(Kcal)

たんぱ

く質

（ｇ)献　立　名

にんにく　生姜　人参　玉ねぎ

816 27.7

米　麦　油　じゃがいも　カレールウ 豚肉

プレーンオムレツ

牛乳【乳】 牛乳

 

イ 料理名 

・ 原因食物が使用されていることが明確な料理名にする。 

  例：えびと玉子のスープ、チーズはんぺんフライ 
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⑷ 調味料・だし・添加物の除去対応について 

学校給食において、食物アレルギーの原因食物に関するものであっても、症状の原因となりにく

い以下の調味料・だし・添加物等については、基本的に除去する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 弁当対 

 

 

⑸ 弁当対応の考慮対象 

以下の（ア）､（イ）に該当する場合は、食物アレルギーがとても強いと考えられ、安全な給食提

供が困難であるため、給食対応を行わず、全て弁当対応を考慮する。 

ア 極微量で反応が誘発される可能性がある等の場合 

（ア） 調味料・だし・添加物の除去が必要 

（イ） 加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示）の表示がある場合についても除去指示が

ある。 

【注意喚起例】 

○ 同一工場、製造ライン使用によるもの 

「本品製造工場では○○（特定原材料等の名称）を含む製品を製造しています。」 

  ○ 原材料の採取方法によるもの 

「本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。」 

  ○ えび、かにを捕食していることによるもの 

「本製品（かまぼこ）で使用しているイトヨリダイは、えび、かにを食べています。」 

（ウ） 多品目の食物除去が必要 

（エ） 食器・調理器具・揚げ油の共有が出来ない 

（オ） その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況 

イ 施設の設備状況や人員等の体制が整っていない場合 

 ※ 単にエピペン○R 所持である場合や、アナフィラキシーやアナフィラキシーショックの既往が  

  あるだけで弁当対応にする必要はない。 

 ※ （ア）～（オ）に該当する場合、給食の提供を行わず、全て弁当持参する必要があるか主治 

  医に改めて確認することが望まれる。 

 

 

 

 

原因食物 除去する必要のない調味料・だし・添加物等 

鶏 卵 卵殻カルシウム 

牛 乳 乳糖・乳清焼成カルシウム 

小 麦 しょうゆ・酢・みそ 

魚 類 かつおだし・いりこだし・魚しょう 

ゴ マ ゴマ油 

大 豆 大豆油・しょうゆ・みそ 

肉 類 エキス 

名称：肉団子 

原材料名：豚肉、ゼラチン、食塩、砂糖、 

しょうゆ（小麦を含む）、香辛料（小麦を含む）、酵母エキス、

調味料（アミノ酸、核酸） 

【小麦の例】 

このような表示であれば、特に医師の指示

がない限り、基本的に除去する必要なし。 
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【完全除去食対応例】 

原因食物 完全除去食対応方法 

共通事項 

● 加工食品については、原因食物（アレルゲン）の除去が出来ないため、提供

できません。（パンやはんぺん等の練り製品、ハンバーグなどの冷凍食品、ドレ

ッシング、タルタルソース、ジャムなど） 

● 加熱すれば喫食できる場合でも、原因食品（アレルゲン）を完全除去して提

供します。 

● 給食室で原因食物（アレルゲン）を完全除去し、調理したものを提供します。 

● エキスを含む食品が喫食できない場合、学校給食では対応が出来ないため、

全て弁当を用意していただきます。 

● ゆで汁や同じオーブンでの調理が出来ない場合、学校給食では対応が出来な

いため、全て弁当を用意していただきます。 

卵 

● 生卵以外は喫食できる場合（加熱すると喫食可能） 

⇒ 卵が入っている献立は全て卵を除いて調理し、提供します。なお、加工食 

 品など原因食品（アレルゲン）が除去できない献立は一部代わりのおかずを 

 用意していただきます。 

乳 

● 飲用牛乳以外は喫食できる場合 

⇒ 乳が入っている献立は全て乳を除いて調理し、提供します。なお、加工食 

 品など原因食品（アレルゲン）を除去できない献立は一部代わりのおかずを  

 用意していただきます。 

小麦 

● 小麦発酵調味液等が喫食できない場合 

 ⇒極微量で反応が誘発される可能性があるため、学校給食の提供は行いません。  

  そのため、全て弁当を用意していただきます。 

● 摂取量の制限がある場合（麺のみ食べられない等） 

 ⇒完全除去食は安全性をかんがみ、「出すか出さないかの二者択一」の対応を行

います。よって、麺のみ食べられない場合でも、全ての小麦製品を除いて調

理したものを提供します。（パン等、その他の小麦製品も提供できません。） 
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⑹ アレルギー物質の食品表示を読むときの注意 

ア 表示される原材料は２８品目に限られる。 

重篤度･症例数の多い７品目（特定原材料）の表示は省令で義務付けられている。過去に一定の

頻度で健康被害が見られた２１品目（特定原材料に準ずるもの）については通知により表示が推

奨されているが、表示されていない場合もある。 

 

用語 名称 

特定原材料 

（表示義務） 

卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに 

特定原材料に 

準ずる 

（表示の推奨） 

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、 

キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、 

バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン 

 

■分かりにくい表示の解説■ 

原材料名  

カカオバター カカオ豆をローストした後、すりつぶして作られるカカオマスを圧搾し

てとった脂肪分。バターという単語が含まれるが、「乳」とは関係ない。 

カゼイン 牛乳の主なアレルゲンタンパク質の１つ。 

グルテン グルテンは、小麦・ライ麦などの穀物に含まれるタンパク質であるグリ

アンジンとグルテニンが結合したもので、小麦などの主要なタンパク質。 

ゼラチン  タンパク質の１種で、水溶性コラーゲン。水に溶いて加熱した後冷やす

と固まる性質を有する。牛・豚・にわとりの皮や骨が原料となる。魚由来

のものもあるが、哺乳類由来のゼラチンとは一般的に交差反応しない。 

増粘多糖類 果実、豆、でんぷん、海藻から抽出した多糖類で、増粘剤や安定剤とし

て使用される。 

 これによって食品にとろみをつけ、食感やのど越しを良くする目的で広

く使用される。 

タンパク加水分解物  原料のタンパク質をペプチドまたはアミノ酸まで分解したもの。うま味

調味料として使用される。 

 動物性の原料として牛、にわとり、豚、魚など、植物性の原料として、

大豆、小麦、とうもろこしなどが使われる。 

でんぷん 多糖類の１種で、水に溶いて加熱すると糊状となる。じゃが芋・米・小

麦・くず・とうもろこし・サツマイモ・サゴヤシなどの原料がある。 

乳化剤  混ざりにくい２つ以上の液体（例：水と油）を乳液状またはクリーム状

（白濁）にするための添加物。卵黄あるいは大豆のレシチンや牛脂などか

ら作られる。化学的に合成されることもある。牛乳から作られるものでは

ないので、牛乳アレルギー患者でも摂取できる。 

乳糖（ラクトース）  牛乳中に存在するガラクトースとグルコースが結合したもの。稀である

が、牛乳アレルギー患者でアレルギー症状を起こすことがある。 
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乳酸カルシウム 化学物質であり、「乳」とは関係ない。 

ホエー 

（ホエイ） 

（乳清） 

牛乳に含まれるタンパク質で、牛乳から乳脂肪やカゼインを除いた水溶

液。酸で固めた時に残る液体部分（乳清）。 

ラクトグロブリン  牛乳の主なアレルゲンタンパク質の１つ。 

卵殻カルシウム  卵殻カルシウムには高熱で処理された焼成カルシウムと未焼成カルシウ

ムがある。焼成カルシウムには卵のタンパク質が残留していないため、食

品衛生法では卵の表示は不要だが、未焼成カルシウムは確認不十分のため、

卵の表示をしている企業が多い。 

 卵殻未焼成カルシウムも卵のアレルゲンの混入がほとんど認められず、

卵としてのアレルゲン性は低いとされている。 

レシチン  乳化剤として使用。大豆または卵黄から作られる。 

油脂  動物性油脂には魚油・バター・ラード、食物性油脂には大豆油・パーム

油・なたね油・コーン油・キャノーラ油・やし油などがある。 

 



 

 

【参考】 
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出典：学校における食物アレルギー対応マニュアル【５訂】令和２年７月 埼玉県教育委員会



 

 

 

 

 

白岡市学校生活における 

食物アレルギー対応ガイドライン 

【様式集】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白 岡 市 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

はい いいえ 

令和  年  月  日  

 

 保護者各位 

 

 

白岡市教育委員会      

教育長 〇 〇 〇 〇  

白岡市立○○小・中学校    

校  長 ○ ○ ○ ○  

 

 

   『「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」希望確認書』の提出について（依頼） 

○○の候、保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

また、本市の教育行政の推進につきましては、日ごろ格別の御理解、御協力を賜りお礼申し上げます。 

さて、アレルギー疾患を有する児童・生徒で、学校において特別な配慮を必要とする場合、医師に記入を依頼

する「学校生活管理指導表アレルギー疾患用」の提出を必須とすることが文部科学省から示されております。 

つきましては、右下の『「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」希望確認書』を、令和○○年○月○日（○）

までに校長宛に提出してくださるようお願いします。 

 

 

１ アレルギー疾患により、学校給食、校外学習（林間学校や修学旅行、社会科見学等）及び調理実習における

対応や緊急時のエピペン注射や医薬品投与等、学校生活において特別な配慮が必要な場合は、「学校生活管理

指導表（アレルギー疾患用）」の提出が必要です。 

※ 学校生活管理指導表（裏面参照）の対象となるアレルギー疾患……食物アレルギー、気管支ぜん息、

アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、アナフィラキシー、アレルギー性鼻炎 

２ 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」は、症状や対応に変更がない場合でも毎年提出が必要です。 

３ 年度途中で、アレルギー疾患を発症又は症状の変化があった場合は、速やかに「学校生活管理指導表（アレ

ルギー疾患用）」を提出してください。 

 

※  令和４年４月からアナフィラキシーの既往歴のある児童生徒もしくは食物アレルギーを有する児

童生徒に対する『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』の作成にかかる医師の診療情報提供料

が保険診療の対象となり、こども医療費の手続きをしている御家庭の費用負担がなくなりました。 

ただし、『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』を記入する主治医が学校医である場合は、保

険診療の対象となりませんので、御注意ください。 

 

参考：食物アレルギーを有するお子様への対応（「白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン」より） 

１ 食物アレルギー対応の実施基準 

⑴ 医師によって食物アレルギーと診断され、原因食物（アレルゲン）が特定されていること。 

⑵ 毎年、医師の診断を受け、学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）を提出していること。 

⑶ 児童・生徒の家庭において原因食品の除去を行うなど、医師の診断に基づいた食事対応を行っているこ

と。 

２ 学校給食における対応範囲 

⑴ 原則として、卵、小麦、そば、落花生、乳、えび、かにの７品目及び各学校の食物アレルギー対応委員

会にて対応可能となったアレルゲンについては、完全除去食（アレルゲンを取り除いて調理した給食）を

提供します。 

⑵ 個人の食物アレルギーの程度に合わせた対応は行えません。 

⑶ 代替食は提供できません。 

⑷ 完全除去食は、配膳誤りを防止するため、食器の色を変更しネームプレートを使用して提供します。 

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出についての流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

令和   年  月   日  

     白岡市立   小・中学校長 様 

   「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」希望確認書 

 

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の用紙を 

 

Ａ 希望します （食物アレルギー ・ 気管支ぜん息 ・ アトピー性皮膚炎 

アレルギー性結膜炎 ・ アナフィラキシー ・ アレルギー性鼻炎） 

 

Ｂ アレルギー疾患を有していますが配慮は不要ですので希望しません 

配慮不要の理由（                                                       ） 

 

Ｃ アレルギー疾患はないので希望しません 

 

        年   組   番 児童・生徒氏名               保護者氏名              ㊞  

お子様は、アレルギー疾患（食物アレルギー・気管支ぜん息・アトピー性皮膚炎・アレルギー性結膜炎・ 

アナフィラキシー・アレルギー性鼻炎）を有していますか？ 

学校生活において特別な配慮（給食における完全除去食対応、緊急時のエ

ピペン注射や医薬品投与〔内服薬を飲ませる、塗り薬を塗布する〕等）が

必要ですか？ 

下の確認書の、 

「Ａ 希望します」に○を

付け該当するアレルギー

疾患に○を付けて提出 

下の確認書の、 

「Ｂ アレルギー疾患がありますが配

慮は不要ですので希望しません」に○

を付け、理由を書いて提出 

はい 

下の確認書の、 

「Ｃ アレルギー疾患は

ないので希望しません」

に○を付けて提出 

いいえ 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」をお渡しします。 

→病院にて記入していただき、令和○年○月○日（○）までに学校

に提出してください。３月に面談を実施し、対応を決定します。 

※ 小学６年生は、進学する中学校にて面談を実施します。 

キ リ ト リ セ ン 

※あてはまるものに〇をつけ、必要事項を記入してください。 

注 意 事 項 



 

 

 

 

 

 

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」見本 

 



  

    

【様式２】 

 

 

令和  年  月  日  

 

 保護者各位 

 

 

                    白岡市教育委員会  

教育長 ○ ○ ○ ○  

  白岡市立○○小・中学校   

校 長 ○ ○ ○ ○  

 

 

   「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出について（依頼）  

本市の教育行政の推進につきましては、日ごろ格別の御理解、御協力を賜りお礼申

し上げます。 

さて、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の用紙を希望する旨の回答をい

ただきましたので、別添「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」及び主治医宛

の『「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の記載について（依頼）』を配付い

たします。 

 つきましては、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」及び『「学校生活管理

指導表（アレルギー疾患用）」の記載について（依頼）』を医師にお渡しいただき、医

師の診断により医師が記入した「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を令和

○○年○○月○○日（○）までに校長宛に提出してくださるようお願いします。 

 

 

 

 

１ 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」は、症状や対応に変更がない場合

でも毎年提出していただきます。 

 

２ 年度途中でアレルギー疾患を発症又は症状の変化があった場合は、学校にお知

らせください。 

 

※ 令和４年４月からアナフィラキシーの既往歴のある児童生徒もしくは食物アレ

ルギーを有する児童生徒に対する『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』の

作成にかかる医師の診療情報提供料が保険診療の対象となり、こども医療費の手続

きをしている御家庭の費用負担がなくなりました。  

  ただし、『学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）』を記入する主治医が学校医

である場合は、保険診療の対象となりませんので、御注意ください。  

注 意 事 項 



  

    

【様式３】 

 

令和  年  月  日  

 

 主治医 様 

 

 

白岡市教育委員会      

教育長 〇 〇 〇 〇  

  白岡市立○○小・中学校   

校 長 ○ ○ ○ ○  

 

 

   「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の記載について（依頼） 

本市の教育行政の推進につきましては、日ごろ格別の御理解、御協力を賜りお礼申し上げ

ます。 

本市の学校給食においては、正確かつ適切な食物アレルギー対応を実施し、食物アレルギ

ー疾患の児童・生徒の学校生活を安全で安心なものとするよう努めているところです。その

ために、主治医の先生に「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を記載していただき、

保護者が学校へ提出し、学校において児童・生徒の詳しい情報を把握し、具体的な取組及び

より適切な管理、配慮方法について検討したいと考えております。 

つきましては、下記について御留意いただき、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」

の記載をお願いいたします。 

記 

１ 本市の学校給食での食物アレルギー対応は、安全性確保のため、次の二者択一とします。 

 ・ アレルゲンが含まれる料理等でも、例外なく提供します（管理不要） 

 ・ アレルゲンが含まれる料理等は、例外なく提供しません（管理必要） 

 

２ 学校給食の提供の判断については、必ず、主治医の先生に作成いただく「学校生活管理

指導表（アレルギー疾患用）」の「学校生活上の留意点」欄の記載によって、次のとおり行

います。 

記載箇所 主治医の記載内容 判断 

「Ａ」～「Ｅ」 

「管理不要」 
他の児童・生徒と同じ給食を提供します 

（食物アレルギー対応は不要） 

 

「管理必要」 

対象アレルゲンを除いて調理する完全除

去食の提供、代わりのおかずか弁当を御家

庭でご用意いただきます 

（食物アレルギー対応が必要） 

 

※ 食物アレルギー対応が必要と判断した場合、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患

用）」の「病型・治療欄」「Ｃ．原因食物・除去根拠」に記載される該当食品は完全除去

食対応または弁当持参対応とします。 



 

 

 

 

３ 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の「学校生活上の留意点」「Ｅ．原因食物

を除去する場合により厳しい除去が必要なもの」の欄に、該当するものがあれば記載して

ください。 

  本市では、食物アレルギーが重篤でごく微量で反応が誘発される可能性がある場合※1 は、

給食は喫食不可（全て弁当持参）としております。 

   

※1 

① 多品目の食物除去が必要な時 

② 次のア～ウのように、ごく微量のアレルゲンであっても症状が誘発される可能

性がある時 

 ア 調味料・だし・添加物の除去が必要な時 

 イ 加工食品の原材料の欄外標記（注意喚起表示）の表示がある場合、除去が必

要な時 

  【注意喚起例】 

    ○ 同一工場、製造ライン使用によるもの 

      「本品製造工場では○○（特定原材料等の名称）を含む製品を製造し 

     ています。」 

    ○ 原材料の採取方法によるもの 

      「本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取し 

ています。」 

    ○ えび、かにを捕食していることによるもの 

     「本製品（かまぼこ）で使用しているイトヨリダイは、えび、かにを 

食べています。」 

 ウ 食品・調理器具・揚げ油の共用ができない時 

   ［アレルゲンの残存の可能性のないもの（新しい揚げ油など）を使用する必

要がある時］ 

③ その他、上記に類似した状況にあり、学校給食で対応が困難と考えられる時 

 

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）フローチャート 

 

 

   

 

 

 

１、管理不要 

２、管理必要 

記載なし 

 
 
 

完全除去食（給食提供あり） 

通常食 

記載あり 完全除去食（給食提供なし） 

【学校生活上の留意点】 

Ａ 給食  

B 食物・食材を扱う授業・活動 

C 運動（体育・部活動等） 

Ｄ 宿泊を伴う校外学習 

Ｅ 原因食品を除去する場

合により厳しい除去が

必要なもの 



  

    

【様式４表】 

 



  

    

【様式４裏】 

 

 



  

    

【様式５表】 

 

 

面 談 調 書 

面談実施日   年  月  日（ ） 記 入 者 名  
 

 

面  談  者  

児童生徒名 年 組  保護者氏名  

住   所  電 話 番 号   

緊急連絡先 
①続柄：   氏名：       電話番号 

②続柄：   氏名：       電話番号 

１ かかりつけ医師の診断状況 

医師の診断の 

有無及び時期等 

□医師の診断： 有・無  受診日：     年   月   日 

□アレルギー検査の有無： 有（陽性・陰性）・無 

□受診状況：およそ  か月ごと・１年に１回・年１回以上・必要時 

□いつごろからか：   歳  か月頃  

病院名 
病院名：                  医師名： 

連絡先： 

現在使用して 

いる薬と内容 

□内服薬  有（                  ） ・ 無 

 有する場合⇒通学用かばんに 携帯する・携帯しない 

□吸入薬  有（                  ） ・ 無 

□外用薬  有（                  ） ・ 無 

□エピペン 有（                  ） ・ 無 

 使用期限⇒  年  月  日 保管場所（          ） 

□その他  有（                  ） ・ 無 

内容（                          ） 

２ 家庭での対応状況 

医師の診断・指示

による対応 

□対応の有無   有 ・ 無 

□完全除去  □本人除去  □特に配慮をしていない 

３ アナフィラキシーショックの経験について 

□回数   回   ・最後の発症年月：  月  日 

□原因（食物・昆虫刺傷・医薬品・ラテックス（天然ゴム）・運動・その他（           ）） 

□症状（呼吸困難・血圧低下・意識喪失・呼吸停止・その他（                ）） 

４ 運動でアレルギー症状を発症したことについて 

□ある（食事との関連及び状況：                         ） 

□ない 

５ 現在、除去中の食物について                         

食品名 

□ある （食品名                              ） 

 

 

□ない 

除去食

の判断 

□医師の判断による 

□保護者の判断による 

□その他（                                 ） 



  

    

【様式５裏】 

 

６ 過去に除去食を行っていたが、現在は完全に食べられるようになった食品について 

□ある（食品名：                                  ） 

□ない 

※ 食品が多い場合、別紙を使用すること。 

７ 学校給食での対応希望 

□詳細献立表の提供  □成分の確認  □牛乳の停止  □完全除去食の提供 

内容 

 

 

８ 学校生活における配慮 

配慮事項 

□アレルゲンを触れるだけでも症状が 出る・出ない 

□給食当番    □清掃当番・飼育当番  □体育・運動会の参加   

□校外学習    □宿泊学習       □学校への持参薬 

□薬等の保管   □学校給食の配慮    □調理実習 

□本人への指導  □他の児童等への指導  □クラブ活動・部活動 

□その他（                          ） 

具体的な配慮

及び対応 

 

 

９ アレルギーを起こしたときの、万が一の時の対応方法の確認 

□ 薬を服用させる □ 保護者に連絡する 

□ エピペンを使用する □ 症状に応じて救急搬送する 

□ 発疹やじんましんが出たら薬を塗る □ かかりつけの病院に連絡する 

□ うがいをさせる □ その他（              ） 

１０ 確認事項 

⑴ 緊急搬送の際、該当児童・生徒の情報提供を行うことについて 

□同意する □同意しない 

  

  ⑵ 給食の献立内容、使用食品等、給食での対応の範囲について 

□ 「安全性」を最優先に対応する 

□ 食べるか食べないかの二者択一の「完全除去食対応」を行うため、個人の食べられ 

る程度に合わせた「多段階除去食対応」は行わない 

□ アレルギーの状況によっては、家庭から一部または全て弁当を持参することがある 

（弁当の内容は、原因食品（アレルゲン）は含まないものとする） 

□ 加工食品・調味料・だし・添加物の除去はできない 

□ 持参した弁当は給食室では保管できないため、弁当は各自衛生管理等を徹底（保冷 

剤等の活用）してもらう 

□ 大量調理のため、複数の除去食調理に対応するため、やむをえず、児童・生徒の原 

 因食品（アレルゲン）以外の食品も一緒に除去する場合がある 

 

⑶ 食物アレルギー対応食を実施した場合の費用負担について説明 

   □ 牛乳については、事前の申し出により返金対象となること 

   □ １食でも給食を食べた場合、給食費は月額徴収すること 



  

    

    

 【様式６】 

 

例：小麦・牛乳・そば・落花生・くるみアレルギー 白岡市（○○○学校）

☆牛乳

×パン

☆たまご

あぶら

【卵・ 乳】 ×たまご

☆チーズ

◎ 　はしは、毎日持ってきましょう。

◎ 　材料の都合で献立を変更することがありますのでご了承ください。

◎ 　７大アレルゲン（卵・小麦・そば・落花生・乳・えび・かに）については、

　献立名後ろの【　】内に記載してあります。

◎ 　毎月19日は「食育の日」です。

★ 　☆印で緑色のマーカーはアレルゲンを除いて調理したものが提供できます。

　×印で桃色のマーカーはお手数ですが、ご家庭でご用意ください。 ☆たまご

☆こむぎこ

とりにく　ぶたにく

×えだまめオムレツ 　×チーズ　×牛乳

×ちゅうかめん あぶら

こめ　あぶら

☆カレールウ

　あぶら　さとう

はなやさいサラダ ドレッシング（ごま）

×牛乳 いんげんともやしのソテー

ゆでとうもろこし

ぶたにく　わかめ

いか

ぶたにく　だいず

とりにく ☆チーズ

基準栄養量 640 24.5

平均栄養量 640 26.9

あぶら ベーコン こまつな　とうもろこし

591 21.1
×牛乳【乳】 ×牛乳

×ミートコロッケ【小麦】 あぶら ×ミートコロッケ

×しょくパン【小麦】

×チョコクリーム【乳】

にんじん　もやし　チンゲンサイ
でんぷん

にんじん　たまねぎ　しいたけ

チンゲンサイ

とりのからあげ あぶら　でんぷん

とうふ　　あぶらあげ　
ごぼう　にんじん　ねぎ　こんにゃく

しいたけ　だいこん

30 金

×パン　×チョコクリーム

ベーコンとこまつなのソテー

☆レタスとトマトのスープ【卵】 でんぷん　 レタス　トマト　たまねぎ

とりにく ☆たまご

わかめごはん こめ わかめごはんのもと

601 26.0

×にくしゅうまい【小麦】 ×にくしゅうまい ×牛乳【乳】 ×牛乳

あじさいゼリー あじさいゼリー
けんちんじる

とりにく しょうが

かふういため ごまあぶら　ごま

14 水

ごはん こめ

ビビンバ ごまあぶら　さとう ぶたにく

マーボーどうふ あぶら　さとう　でんぷん ぶたにく　みそ　とうふ
しょうが　にんにく　にんじん

ねぎ　しいたけ　たけのこ×牛乳【乳】 ×牛乳

ちゅうかきゅうり さとう　ごまあぶら　ごま きゅうり

29 木

664 27.7

やさいスープ ベーコン
にんじん　たまねぎ　もやし

チンゲンサイ　しいたけ

×牛乳【乳】

グリーンサラダ ドレッシング ブロッコリー　キャベツ　きゅうり

28 水

633 26.5

にんじん　だいこん　ほうれんそう

こんにゃく　もやし　にんにく

☆たまごスープ【卵】

×牛乳

×にくパオズ【小麦】 ×にくパオズ

あぶら

ブロッコリー　カリフラワー

とうもろこし

ぶたにく　だいず たまねぎ　にんじん　トマト

ごはん こめ
13 火

×さきたまライスボール【小麦・乳・卵】 ×パン

×牛乳【乳】 ×牛乳

☆かぼちゃのミートソースグラタン【乳】 あぶら かぼちゃ　たまねぎ ポークビーンズ あぶら　じゃがいも
664 28.0

699 34.2

そらまめ そらまめ ×牛乳【乳】

あぶら　 ベーコン いんげん　もやし　とうもろこし

さわらのごまがらめ あぶら　でんぷん　さとう　ごま さわら
こうやに あぶら　さとう

しょうが　だいこん　こんにゃく

こまつな　にんじん

きりぼしだいこんのにもの ごまあぶら　さとう ちくわ　あぶらあげ
きりぼしだいこん　にんじん

しいたけ　さやいんげん

27

28.2

さわらのでんがくやき すりごま　さとう　 さわら　みそ しょうが　ねぎ

×牛乳【乳】

12 月

ごはん こめ

690

火

×はちみつパン【小麦】 ×パン

とんじる じゃがいも ぶたにく　みそ
ごぼう　だいこん　にんじん

こんにゃく　しめじ　ねぎ

×牛乳【乳】 ×牛乳

26 月

ごはん こめ

×牛乳

とりにく　こおりどうふ　さつまあげ

木

とうもろこし

653
えだまめ　たまねぎ

28.4

やさいいため あぶら
たまねぎ　にんじん　キャベツ

えのきたけ

みずまんじゅう

633 20.8

9 金

×きつねうどん

（じごなうどん）【小麦】
×うどん ぶたにく　なると　あぶらあげ

×牛乳【乳】 ×牛乳

×牛乳【乳】 ×牛乳 ×はるまき【小麦】 あぶら　 ×はるまき

☆ちくわのにしょくあげ【小麦】 ちくわ　あおのり

8

キャロットピラフ ハム

ウインナーとほうれんそうのソテー あぶら ウインナー ほうれんそう
いそかサラダ

ノンエッグマヨネーズ

コーンフレーク

×牛乳【乳】 ×牛乳

ドレッシング のり
えのきたけ　みすな　きゅうり

キャベツ

コンソメスープ じゃがいも ベーコン
にんじん　たまねぎ　しめじ

えのきたけ　パセリ

23

みずまんじゅう

金

しょうが　にんにく　たまねぎ

もやし　めんま　ねぎ

はるさめ ベーコン

しょうが　にんにく　たまねぎ

トマト　にんじん　ピーマン

657 31.4

×牛乳【乳】 ×牛乳

☆とりのコーンフレークやき【乳】

にんじん　とうもろこし　パセリ

611 28.4
22 木

☆キーマカレー【小麦】

（ごはん）

×わかめラーメン

（ちゅうかめん）【小麦】
ほうれんそう　にんじん　ねぎ

しいたけ

634 30.6

いかのハーブやき

こめ　むぎ　あぶら

ぶたにく
にんにく　たまねぎ　えのきたけ

にんじん　こんにゃく

636
×牛乳【乳】 ×牛乳 ×にくぎょうざ【小麦】624 20.5

×牛乳【乳】

にんじん　たまねぎ　キャベツ

ほうれんそうかいそうサラダ ドレッシング（わふう） わかめ キャベツ　きゅうり　とうもろこし
はるさめスープ

☆ハムエッグ【卵】

×にくぎょうざ
24.2

7 水

☆ハヤシライス【小麦】

（ごはん）
こめ　あぶら　じゃがいも　☆ハヤシルウ ぶたにく

にんにく　しょうが　にんじん

たまねぎ

アップルシャーベット（れいとうりんご）

チンゲンサイスープ はるさめ とりにく　とうふ チンゲンサイ　にんじん　たまねぎ

21 水

やきにくどん

（ごはん）
こめ　あぶら　さとう

コーンサラダ ドレッシング（たまねぎ） とうもろこし　キャベツ　きゅうり アップルシャーベット

×牛乳

6 火

×くろパン【小麦】 ×パン

650
☆ワンタンのかわ

レバーとポテトのオーロラソース じゃがいも　あぶら　さとう　でんぷん ×ぶたにく しょうが　にんにく 24.2

フランクフルトてっぱんやき（ソース）

×牛乳【乳】 ×牛乳
☆ワンタンスープ【小麦】

まっちゃ

626 27.3

とうにゅうプリン とうにゅうプリン ×牛乳【乳】 ×牛乳

とりにく
にんじん　たまねぎ　もやし

キャベツ　しいたけ　にら

フランクフルト
20

あぶら ベーコン
アスパラガス　さやいんげん

とうもろこし　にんじん

キャベツのごまあえ

きなこ

さばのぶんかぼし さばのぶんかぼし

25.7

19 月

火

×まっちゃきなこあげパン【小麦】

キャベツ　きゅうり　にんじん

にくじゃが じゃがいも　さとう　あぶら ぶたにく にんじん　たまねぎ　こんにゃく　えだまめ

643 26.5

×牛乳【乳】 ×牛乳

ごはん こめ　

すりごま　さとう5 月

しそごはん こめ　 しそごはんのもと

623

あつあげとやさいのにもの じゃがいも　さとう あつあげ
にんじん　たまねぎ　こんにゃく

チンゲンサイ

にんにく　しょうが

キャベツのみそしる じゃがいも みそ　あぶらあげ たまねぎ　キャベツ

×牛乳【乳】 ×牛乳

ぶたにくのしょうがやき ぶたにく

いんげんソテー

だいこん　エリンギ　えのきたけ

たまねぎ　カリフラワー　ねぎ
◆しらおかわりシチュー

1

とうふ　みそ

26.6

×牛乳【乳】 ×牛乳 ×牛乳【乳】 ×牛乳

いわしのかばやき
金

×◆しらなしパン【小麦・乳・卵】 ×パン（ようなしジャム）

638
トマト　レモンかじゅう

こんにゃく　キャベツ　きゅうりもやしのおひたし

とりにく

こんにゃくサラダ【小麦】 ドレッシング（ちゅうか）

あぶら　さとう　でんぷん いわし チキンのフレッシュトマトソース でんぷん　あぶら　さとう

じゃがいも　こめこ　あぶら とりにく　とうにゅう

かつおぶし こまつな　もやし　にんじん
2 金

はつがげんまいいりかみかみごはん こめ　はつがげんまい　さとう とりにく　あぶらあげ にんじん　ごぼう　こんにゃく

649 28.4 16

604 30.8

×牛乳【乳】 ×牛乳

×ハンバーグオニオンソース【小麦】
665 26.6 15 木

かてめし

カラフルサラダ ドレッシング（ごま）
えだまめ　キャベツ　あかパプリカ

とうもろこし　きゅうり

さけのマヨネーズやき ノンエッグマヨネーズ さけ

さんしょくあえ

あぶら　さとう

さとう　ごま ほうれんそう　もやし　にんじん

じゃがだんごスープ じゃがいも　でんぷん とうにゅう　とりにく　とうふ にんじん　たまねぎ　こまつな ☆あいしょうじる【乳】 さつまいも たまねぎ　こんにゃく　ねぎ

曜

日

主な材料とその働き（アレルゲン含む）

こめ　さとう とりにく
にんじん　ごぼう　しいたけ

こんにゃく　ずいき　こまつな

×ハンバーグ たまねぎ ×牛乳【乳】 ×牛乳

ハム　とうにゅう

ハム

エネルギー

(Kcal)

たんぱ

く質

（ｇ)献　立　名 力や熱になるもの 血や肉になるもの 体の調子をととのえるもの

令　和　○　○　年　○　月　アレルギー対応　詳　細　献　立　表

日
曜

日

主な材料とその働き（アレルゲン含む）
エネルギー

(Kcal)

たんぱ

く質

（ｇ)
日

献　立　名 力や熱になるもの 血や肉になるもの 体の調子をととのえるもの

木

×こどもパン【小麦】 ×パン

※ ◆印の献立は、郷土料理です。今月は、白岡市にちなんだ料理を取り入れました。

１６日と３０日に使用するトマトは白岡市産のトマトを予定しています。



  

    

     【様式７】 

 

  年  月  日  

 

保 護 者 様 

 

 

白岡市立    小・中学校 

校長 

 

 

食物アレルギー対応食確認書 

 食物アレルギーによる学校給食での対応について、個人面談の結果、下記のとおり取り組み

方法が決定したのでご確認ください。 

記 

児童・ 

生徒名 
 （ 男・女 ）   年 組 担任名  

面談 

日時 

    年  月  日（ ） 

○○時○○分～○○時○○分 
面談内容 

ガイドラインに基づく説明と

食物アレルギーの状況 

学校給食における対応内容 対 応 備 考 

1 学校給食の原材料を記入した献立表の配付 あり・なし  

2 弁当の持参 あり・なし 全部・一部 

3 飲用牛乳の停止 あり・なし  

4 
完全除去食の実施 

（※食物アレルギー対応用食器を使用します） 
あり・なし  

確

認

項

目 

⑴ 救急搬送の際、お子様の個人情報を医療機関に伝えます。 

⑵ 学校給食では「安全性」を最優先とし、完全除去食対応とします。そのため、個人

の食べられる程度に合わせた対応（多段階除去食対応）は行いません。 

⑶ 代わりの給食（プリンをゼリーにする等）は、代替食となるため対応できません。 

⑷ アレルギーの状況によっては、家庭から弁当をご用意いただく場合もあります。 

  （弁当の内容は、原因食品（アレルゲン）は含まないものとします） 

⑸ 加工食品・調味料・だし・添加物の除去は出来ません。 

⑹ お持ちいただいた弁当を給食室で保管することはできないため、保冷剤等を活用 

し、衛生管理を徹底してくださるようお願いします。 

⑺ 大量調理のため、複数の除去食調理に対応するため、やむをえず、お子様の原因食

品（アレルゲン）以外の食品も一緒に除去する場合があります。 

⑻ １食でも給食を食べる場合、給食費は月額徴収させていただきます。 

 

「白岡市学校生活における食物アレルギー対応ガイドライン」の説明を受け、対応の内容を確

認しました。本票及び学校生活管理指導表の内容を教職員が共有することに同意します。 

  年  月  日 

 

保護者氏名            （自署）  



  

    

     【様式８】 

 

食物アレルギー原因食品除去解除申請書 

 

年  月  日 

 

 

（学 校 名） 白岡市立       学校 

（年   組）   年  組 

（児童生徒氏名）              

 

 

本児童生徒は学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）により除去

していた（食品名：        ）について、医師の指導の下、こ

れまでに複数回摂取して症状が誘発されていませんので、学校給食にお

ける除去解除をお願いします。 

 

 

（保護者氏名）             （自署）



  

    

    【様式９表】 

 

項　　　目 内容・確認のポイント

1 学校名・校長名

2 学年・性別・氏名

3 発生日時 令和　　　年　　　月　　　日（　　　）　　時　　　分頃

4 発生場所

　①本人が症状を訴えた時間 　　時　　分

　②原因物質を摂取したと
　　思われる時間

　　時　　分

　③喫食後の運動の有無 　　有 ・ 無　　・休み時間、体育（種目など）

　④発症した症状とその経過
　（時間経過を含む。）

　⑤学校での処置内容
　（ｴﾋﾟﾍﾟﾝＲを打つ、服薬したなど）

　⑥救急車要請の時間
　　保護者への連絡時間
　　救急搬送の時間

　⑦救急車に同行した者
　（担任、養護教諭、保護者など。氏名も）

6 搬送先医療機関名

7 現在の状況・症状

○月○日○時現在

　①入院の有無、
　　入院の場合は退院の予定など

　②登校の予定など

8

今後の見通し

第一報は、下表のうち、判明した内容から順次教育委員会へ報告してください

「アレルギーにより救急搬送があった場合」の確認事項

5

発生の時間経過・発生状況

学校→白岡市教育委員会へ報告　　令和　　年　月　日　時　分

 

 

 

 



  

    

    【様式９裏】 

 

 

 

現状で想定される原因
（①～③のいずれかを選択）

　①給食　　②給食以外　　③その他

9

具体的な内容

10 学校生活管理指導表の提出有無 　　有 ・ 無

11

学校生活管理指導表に記載
のあるアレルギー原因物質
　①食品（食品名も記載）
　②昆虫、　③医薬品、　④その他

12 エピペンＲ、薬の学校への携帯状況

13 個別対応プランの内容

14 今回の件に関する学校の対応と措置

ア　当日の学校給食の献立

　①当日の献立

　②本人が食べた料理、食品

　③自宅から持参して食べた
　　食品があれば記載

イ　当日の学校給食における原因食
　　品の除去方法
　※当日除去する食品を確認したのは
　　誰かなど（保護者、本人、学校が
　　関わって決定し、確認しているか）

15

【学校給食が原因の場合の確認事項】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

【様式１０表】 

 

 

 

 



  

    

【様式１０裏】 

 

 

 

【その他】

1 除去する予定であったが、調理中に混入してしまった。

↑数字記入 2 除去する予定であったが、配膳時に混入してしまった。

3 本人が、他の児童生徒からもらったり、交換したりした。

4

5 本人、保護者、学級担任、栄養士等の献立確認のミス

6 原因食品が含まれていることが、事前にわからなかった

7 その他

選択肢に関わらず具体的に記載

・マニュアルにおける対応方法

・当日の対応状況 など

10　発生状況

11　薬使用の有無 1 内服薬使用 2　エピペン®使用

↑数字記入 3 なし

12　医療機関の受診 1 学校から直接受診をした

↑数字記入 2 帰宅後、受診をした

3 受診はしなかった

13　救急車等の要請 1 あり

↑数字記入 2 なし

14　入院の有無 1 あり

↑数字記入 2 なし

15　再発防止策

○給食時間

○当日の献立

○当日の献立のうち、除去すべきだったもの

○発症時間・場所

○時間経過による詳細

※８で「Q9へ」と記載されたところ
に回答した場合に記載

受診介助者

受診介助者

（該当する□にレを入れてください）

９  給食に原因食品が
　　混入した理由

※混入した理由

除去食等が作ってあったが、本人に渡らず、献立どおりの食事を食べてしまっ
た。

５ 食べたときは症状がなかった。その後、運動をして、食物アレルギー症状がでた。

４ これまで食物アレルギーを発症する原因食品ではなかったが、初めて食物アレルギー症状が現れた。

６ 以前は除去していたが、解除申請があり除去していなかった。

７ その他（下の枠内に、具体的に記載してください。）



  

    

 

 

 


